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三
十
五

     

本
稿
で
考
察
す
る
教
皇
改
革
期
（
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
十
二
世
紀
中
葉
ま
で
）
に
、

十
分
の
一
税
は
す
で
に
一
般
的
な
承
認
を
得
て
い
た
。
少
数
の
異
端
者
を
の
ぞ
い
て

不
払
い
運
動
な
る
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
西
欧
の
辺
境
地
帯
に
も
、
多
少
の
抵

抗
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
十
分
の
一
税
は
次
第
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
南
イ
タ
リ
ア
の

ア
プ
ー
リ
ア
、
カ
ラ
ー
ブ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
東
部
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
が

そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
へ
の
十
分
の
一
税
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て

当
地
の
住
民
と
対
立
し
た
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
に
た
い
し
て
、
教
皇

ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
二
世
は
大
司
教
を
支
持
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
誰
で
あ
れ
、

受
洗
に
よ
っ
て
法
的
な
義
務
が
生
ず
る
彼
の
財
産
の
十
分
の
一
税
を
、
毎
年
神
と
そ

の
司
祭
に
納
め
よ
う
と
し
な
い
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
」。さ
ら
に
パ
ス
カ
リ

ス
二
世
は
ア
ラ
ス
司
教
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。
聖
マ
リ
ア
教
会
（
＝

ア
ラ
ス
教
会
）
か
ら
洗
礼
、
説
教
、
埋
葬
を
受
け
取
る
小
教
区
民
は
、
当
教
会
に
初

穂
、
十
分
の
一
税
、
ミ
サ
献
祭
の
供
物
《oblationes solem

nes

》
そ
の
他
の
小
教
区

税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
な
ぜ
な
ら
霊
的
な
も
の

、
、
、
、
、
が
蒔
か
れ
る
者
か
ら
肉
的
な

、
、
、

も
の
、
、
が
刈
り
取
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
。
改
革
末
期
の
過
激
な
思
想

家
ア
ル
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ブ
レ
ー
シ
ア
で
さ
え
も
十
分
の
一
税
は
正
当
な
税
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
十
分
の
一
税
や
初
穂
は
、
肉
体
の
敬
虔
な
使
用
に
充
て
ら
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
自
身
の
主
張
に
合
致
し
て
い
た
た
め
に
、
彼
は
十
分
の
一
税
を
納
め
な
い

俗
人
を
非
難
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
十
分
の
一
税
の
納
付
に
関
し
て
は
、
す
で
に
教

皇
改
革
期
に
は
一
般
的
な
合
意
が
存
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
以
後
、
十
分
の
一
税
は
小
教
区
民
に
よ
っ
て
受
洗
聖
堂
に
納
付

さ
れ
た
。
そ
の
管
理
責
任
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
司
教
で
あ
る
。
し
か
し
私
有
教
会

の
建
設
、
修
道
院
へ
の
十
分
の
一
税
の
寄
進
、
売
却
、
遺
贈
な
ど
を
通
し
て
、
事
実

上
司
教
座
教
会
の
管
轄
外
に
あ
っ
た
十
分
の
一
税
が
増
大
し
た
。
俗
人
十
分
の
一
税

(Laienzehnten, dîm
es seigneuriales

）
と
修
道
院
十
分
の
一
税
（K

losterzehnten, 

dîm
es m

onastiques

）
が
こ
れ
で
あ
る
。
改
革
教
皇
権
は
、
前
者
に
た
い
し
て
は
世

俗
権
力
と
時
折
妥
協
し
な
が
ら
も
禁
止
政
策
を
と
り
続
け
、
後
者
に
た
い
し
て
は
権

利
濫
用
の
規
制
に
努
め
て
い
る
。
十
一
世
紀
末
に
は
、
初
代
の
修
道
制
に
立
ち
戻
っ

て
十
分
の
一
税
を
拒
否
す
る
動
き
が
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
の
内
部
か
ら
現
れ
た
。

新
修
道
制
を
代
表
す
る
シ
ト
ー
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
教
皇
改

教
皇
改
革
と
十
分
の
一
税
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三
十
六

革
が
い
っ
た
い
何
を
為
し
遂
げ
、
何
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。 

 

一 

俗
人
十
分
の
一
税
と
改
革
教
皇
権 

 

我
々
は
十
分
の
一
税
が
俗
人
の
あ
い
だ
に
広
く
分
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
先
の

研
究
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
教
皇
改
革
期
に
お
け
る
俗
人
十
分
の
一
税
の
所
有
の
実

情
を
知
る
た
め
に
オ
ル
デ
リ
ク
ス
・
ウ
ィ
タ
ー
リ
ス
（
以
下
オ
ル
デ
リ
ク
ス
と
略
記
）

の
『
教
会
史
』
の
記
述
を
取
り
上
げ
た
い
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
城
主
の
創
建
に
な
る

モ
ー
ルM

aule

と
オ
ー
フ
ェA

uffay

両
修
道
院
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
サ
ン
＝
テ
ヴ
ル
ー
ルSaint-Évroul

修
道
院
（
リ
ジ
ュ

ー
教
区
）
の
属
院
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
こ
の
歴
史
家
は
十
歳
の
と
き
に
サ

ン
＝
テ
ヴ
ル
ー
ル
の
修
練
士
に
な
り
（
一
○
八
五
年
頃
）、
十
二
世
紀
の
四
十
年
代
初

頭
に
死
去
す
る
ま
で
当
院
の
修
道
士
と
し
て
留
ま
っ
た
。
十
一
世
紀
末
の
モ
ー
ル
と

オ
ー
フ
ェ
の
創
立
か
ら
十
二
世
紀
前
半
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
は
ま
さ
し
く
同
時
代

人
の
証
言
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

パ
リ
西
方
三
十
キ
ロ
の
モ
ー
ル
に
城
を
構
え
る
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
モ
ー
ル
は
ル
・

リ
ッ
シ
ュ
家
の
傍
系
親
族
に
あ
た
り
、
当
地
の
有
力
貴
族
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
家
や
モ

ン
レ
リ
家
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
富
裕
な
城
主
貴
族

で
あ
る
。
オ
ル
デ
リ
ク
ス
は
一
〇
七
六
年
に
修
道
院
を
設
立
し
た
ピ
エ
ー
ル
、
息
子

ア
ン
ソ
ル
ド
、
孫
ピ
エ
ー
ル
の
三
代
に
わ
た
っ
て
修
道
院
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の

推
移
を
記
録
し
た
。
創
立
当
初
の
モ
ー
ル
修
道
院
の
基
本
財
産
は
二
つ
の
小
教
区
教

会
と
そ
れ
に
付
属
す
る
司
祭
収
入
お
よ
び
埋
葬
料
で
あ
る
。
家
臣
も
主
君
に
倣
っ
て

土
地
や
十
分
の
一
税
を
寄
進
し
た
。
モ
ー
ル
城
主
三
代
に
わ
た
っ
て
家
臣
団
を
構
成

す
る
十
名
以
上
の
騎
士
が
相
次
い
で
十
分
の
一
税
を
は
じ
め
司
祭
収
入
、
埋
葬
料
、

初
穂
な
ど
を
寄
進
し
た
。モ
ー
ル
修
道
院
は
城
主
一
族
と
そ
の
郎
党
の
廟
所
に
な
り
、

彼
ら
の
息
子
は
し
ば
し
ば
奉
献
児
童
と
な
っ
て
持
参
金
の
十
分
の
一
税
を
当
院
に
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
騎
士
は
身
内
に
不
幸
が
生
じ
た
り
、
病
に
悩
ん
だ
り
、
死
期

が
近
づ
く
と
普
段
よ
り
も
寛
大
に
な
り
、
十
分
の
一
税
や
諸
権
利
を
惜
し
げ
も
な
く

修
道
院
に
寄
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
死
後
に
遺
族
か
ら
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た

が
、「
修
道
士
か
ら
の
自
由
な
贈
り
物
」《ex karitate m

onachorum

》
の
名
目
で
謝

礼
を
幾
ら
か
上
積
み
し
て
、
修
道
士
は
相
続
人
の
承
諾
を
得
て
い
る
。
一
例
を
示
そ

う
。
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
の
騎
士
ボ
ー
ド
リ
・
ル
フ
ス
は
死
期
の
切
迫
を
悟
る
と
モ
ー
ル

の
修
道
士
に
な
り
、
修
道
院
に
マ
ン
ト
に
所
有
し
て
い
た
収
入
（
十
ス
ー
と
一
ス
テ

ィ
エ
の
塩
）、
ジ
ュ
モ
ー
ヴ
ィ
ル
教
会
に
所
有
し
て
い
た
祭
壇
収
入
、
十
分
の
一
税
、

そ
し
て
地
代
収
入
（
十
二
ド
ゥ
ニ
エ
）
を
寄
進
し
た
。
彼
の
妻
と
息
子
ジ
ョ
フ
ロ
ワ

も
こ
れ
に
同
意
し
た
が
、
修
道
士
は
将
来
に
備
え
て
妻
に
雌
牛
一
頭
、
息
子
に
は
六

十
ス
ー
相
当
の
馬
一
頭
と
二
十
ス
ー
を
与
え
た
。
証
人
と
し
て
モ
ー
ル
城
主
ア
ン
ソ

ル
ド
と
数
名
の
騎
士
が
立
ち
会
っ
た
。
し
か
し
ボ
ー
ド
リ
の
死
後
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
寄

進
に
異
議
を
と
な
え
た
の
で
、
修
道
士
は
や
む
な
く
二
十
ス
ー
を
上
積
み
し
て
彼
の

（
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三
十
七

了
承
を
取
り
つ
け
た
。
十
分
の
一
税
は
奉
献
児
童
に
な
っ
た
息
子
の
持
参
金
、
娘
の

婚
資
、
質
権
設
定
の
担
保
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
細
分
化
と
分
散
が
著
し
く
進

ん
で
い
た
状
況
を
物
語
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
十
分
の
一
税
を
根
気
よ
く
獲
得
し

て
い
っ
た
モ
ー
ル
修
道
院
の
豊
富
な
資
金
量
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き
は
、
十
分
の
一
税
や
土
地
収
入
の
寄
進
、
買
取
り
に
よ
っ
て
財
を
積

ん
だ
修
道
院
に
た
い
し
て
、
城
主
や
騎
士
が
不
満
を
抱
い
て
い
た
形
跡
が
全
く
み
と

め
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
騎
士
た
ち
は
修
道
士
を
敬
愛
し
て
お
り
、
た
び
た
び
修
道
院

を
訪
れ
て
は
修
道
士
と
一
緒
に
回
廊
を
散
策
し
な
が
ら
時
事
問
題
や
宗
教
に
つ
い
て

語
り
合
っ
た
。
彼
ら
は
死
を
予
感
す
る
と
モ
ー
ル
の
修
道
士
に
な
っ
て
死
ぬ
こ
と
を

望
ん
だ
の
で
あ
る
。
修
道
院
が
今
後
と
も
「
生
き
て
い
る
者
の
学
校
、
死
に
瀕
し
て

い
る
者
の
避
難
所
で
あ
れ
か
し
」
と
オ
ル
デ
リ
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。 

一
〇
七
九
年
に
オ
ー
ト
＝
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
コ
ー
地
方
の
城
主
ジ
ル
ベ
ー
ル
は

妻
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
の
協
力
を
得
て
、
オ
ー
フ
ェ
の
参
事
会
聖
堂
を
修
道
院
に
変
更
し

た
。「
修
道
士
た
ち
の
祈
り
と
功
徳
に
よ
っ
て
最
後
の
審
判
の
と
き
に
救
わ
れ
る
た

め
」
で
あ
る
。
ジ
ル
ベ
ー
ル
の
曾
祖
母
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
リ
シ
ャ
ー
ル
二
世
の
娘

で
あ
っ
た
か
ら
、
オ
―
フ
ェ
城
主
は
征
服
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
遠
縁
に
あ
た
る
。
ジ
ル

ベ
ー
ル
は
征
服
王
の
家
臣
と
し
て
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
征
服
に
も
参
加
し
た
。
ジ
ル

ベ
ー
ル
は
サ
ン
＝
テ
ヴ
ル
ー
ル
か
ら
修
道
士
を
招
い
て
オ
ー
フ
ェ
修
道
院
長
に
任
命

し
た
。
オ
ー
フ
ェ
の
六
名
の
参
事
会
員
の
う
ち
二
名
だ
け
が
修
道
士
に
な
り
、
一
名

は
事
故
死
し
、
三
名
は
死
ぬ
ま
で
参
事
会
員
と
し
て
修
道
士
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
と

い
う
。
修
道
院
に
変
更
さ
れ
た
と
き
に
、
ジ
ル
ベ
ー
ル
は
三
ヶ
村
の
十
分
の
一
税
、

二
つ
の
水
車
か
ら
の
十
分
の
一
税
の
一
部
を
修
道
院
に
与
え
た
。
彼
に
倣
っ
て
三
名

の
家
臣
も
十
分
の
一
税
を
寄
進
し
た
。
家
臣
の
一
人
は
三
名
の
騎
士
に
十
分
の
一
税

を
授
封
し
て
い
た
が
、
説
得
と
補
償
に
よ
っ
て
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
修
道
院
に
譲
渡

し
て
い
る
。
ジ
ル
ベ
ー
ル
の
息
子
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
修
道
士
を
十
二
名
に
増
員
し
た
。

こ
の
と
き
に
も
修
道
院
に
さ
ら
な
る
寄
進
を
行
っ
た
。
水
車
一
基
、
三
名
の
保
有
農

付
き
農
地
、
十
分
の
一
税
収
入
を
伴
う
一
教
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
オ
ー
フ
ェ

の
通
行
料
収
入
の
十
分
の
一
を
修
道
院
に
与
え
た
。
オ
ー
フ
ェ
に
お
い
て
も
十
分
の

一
税
は
授
封
、
再
授
封
に
よ
っ
て
俗
人
に
広
く
分
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
ー

フ
ェ
修
道
院
が
十
分
の
一
税
収
入
を
重
視
し
た
よ
う
に
母
院
の
サ
ン
＝
テ
ヴ
ル
ー
ル

も
積
極
的
に
十
分
の
一
税
の
獲
得
に
努
め
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
は
多
額
の
出
費

《m
agnum

 pretium

》
も
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
オ
ル
デ
リ
ク
ス
の
『
教
会
史
』
が

伝
え
て
い
る
。 

俗
人
十
分
の
一
税
に
た
い
し
て
改
革
教
皇
権
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
知
る
た
め
の
資
料
は
教
皇
主
宰
の
教
会
会
議
と
教
皇
特
使
や
地

方
の
高
位
聖
職
者
が
召
集
し
た
教
会
会
議
の
教
令
で
あ
る
。
教
皇
は
一
貫
し
て
俗
人

十
分
の
一
税
を
非
難
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
こ

れ
に
強
硬
に
反
対
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
私
有
教
会
制
に
ま
で
遡

る
根
深
い
慣
習
を
打
破
す
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
教
会
は
こ
の
不
文
律
の
支
配
と
の

妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
地
方
開
催
の
教
会
会
議
で
は
こ
の
傾
向
が
と
く
に

（
９
） 

（
10
） 

（
11
） 

（
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三
十
八

顕
著
で
あ
り
、
司
教
や
司
祭
の
「
適
正
な
取
り
分
」《congrua portio

》
が
話
題
に
の

ぼ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
オ
九
世
は
有
名
な
ラ
ン
ス
教
会
会
議
（
一
〇

四
九
年
十
月
）
に
お
い
て
俗
人
に
よ
る
祭
壇
収
入
《altario

》
の
所
有
を
禁
じ
た
が
、

十
分
の
一
税
へ
の
明
確
な
言
及
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
同
教
皇
が
聖
式
謝
礼
と

ミ
サ
の
献
祭
謝
礼
を
と
も
に
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
（
第
五
条
）。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
二
世
下

に
ア
ル
ル
と
エ
ク
ス
の
両
大
司
教
が
共
同
主
催
し
た
ト
ゥ
ル
ー
ズ
教
会
会
議
（
一
〇

五
六
年
九
月
）
は
、
俗
人
の
私
有
教
会
《ecclesia in alodiis laicorum

》
が
十
分
の

一
税
、
初
穂
、
司
祭
収
入
の
三
分
の
一
を
司
教
な
い
し
聖
職
者
に
納
付
す
る
よ
う
に

定
め
た
（
第
十
一
条
）。
つ
ま
り
十
分
の
一
税
と
祭
壇
収
入
の
三
分
の
二
は
俗
人
領
主

が
所
有
す
る
こ
と
を
黙
認
し
た
の
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
主
宰
の
ロ
ー
マ
教
会

会
議
（
一
〇
五
九
年
四
月
）
で
は
教
皇
改
革
の
理
念
が
明
瞭
な
か
た
ち
を
と
つ
て
い

る
。
当
会
議
は
俗
人
の
十
分
の
一
税
所
有
を
禁
止
し
、
初
穂
や
供
物
と
一
緒
に
教
会

へ
の
返
還
を
命
じ
た
が
（
第
五
条
）、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
助
祭
枢
機

ヒ
ル
デ
ブ
ラ

ン
ト
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
期
に
教
皇
特
使
ス
テ
フ
ァ

ヌ
ス
（
サ
ン
＝
グ
リ
ソ
ゴ
ー
ノ
の
司
祭
枢
機

）
が
召
集
し
た
ト
ゥ
ー
ルTours

教

会
会
議
（
一
〇
六
〇
年
二
月
）
で
は
、
俗
人
に
よ
る
供
物
、
埋
葬
料
、
十
分
の
一
税

の
所
有
が
規
制
の
対
象
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
十
分
の
一
税
の
少
な
く
と
も
三
分

の
一
」《saltem

 tertiam
 decim

arum
 partem

》
が
聖
職
者
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
だ
と

現
実
的
な
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
（
第
八
条
）。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
二
世
期
に
カ
タ
ル

ー
ニ
ャ
の
ヘ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
フ
ー
ゴ
・
カ
ン
デ
ィ
ド
ゥ
ス
（
サ
ン
＝
ク
レ
メ
ン
テ

の
司
祭
枢
機

）
が
主
宰
し
た
教
会
会
議
は
、
農
工
業
生
産
物
、
水
車
、
庭
園
、
果

樹
園
、そ
し
て
家
畜
が
初
穂
と
十
分
の
一
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

「
司
祭
お
よ
び
聖
職
者
の
活
動
の
た
め
に
十
分
の
一
税
の
四
分
の
一
が
彼
ら
に
支
払

わ
れ
る
よ
う
に
」
と
規
定
し
た
（
第
二
条
）。 

俗
人
に
よ
る
十
分
の
一
税
の
所
有
を
明
確
に
禁
止
し
た
の
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七

世
で
あ
る
。
一
〇
七
八
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
第
七

条
は
次
の
よ
う
に
定
め
た
。「
教
会
法
が
敬
虔
な
用
途
の
た
め
に
承
認
し
た
十
分
の
一

税
を
俗
人
が
所
有
す
る
こ
と
を
使
徒
の
権
威
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
。
も
し
も
司
教
、

王
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
人
物
か
ら
で
あ
れ
、
十
分
の
一
税
を
受
け
取
っ
た
者
が
当

税
を
教
会
に
返
還
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
者
は

聖
の
罪
を
犯
し
て
劫
罰
の
危
険
を

被
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」。
こ
こ
に
「
司
教
か
ら
」《ab episcopis

》
と
あ
る

よ
う
に
、
俗
人
十
分
の
一
税
の
責
任
の
一
端
が
教
会
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
カ
ノ
ン
自

体
が
認
め
て
お
り
、
本
カ
ノ
ン
は
そ
の
遵
守
が
も
と
も
と
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い

え
よ
う
。
な
お
第
十
三
条
が
ミ
サ
聖
祭
の
と
き
に
信
徒
が
捧
げ
る
供
物
（
ミ
サ
の
献

祭
謝
礼
）
を
「
聖
教
父
の
慣
習
に
由
来
す
る
」《ex usu sanctorum

 patrum

》
と
し
て

正
当
化
し
、
神
が
モ
ー
セ
を
通
し
て
語
っ
た
言
葉
「
手
ぶ
ら
で
私
の
前
に
現
れ
る
な
」

（
出
エ
ジ
プ
ト 

二
三
・
一
五
）
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
信
徒
の
義
務
と
主
張

し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
同
年
に
教
皇
特
使
オ
ロ
ロ
ン
司
教
ア
マ
ト
ゥ
ス
が
主

宰
し
た
ヘ
ロ
ー
ナ
教
会
会
議
は
、
俗
人
の
私
有
教
会
返
還
が
い
か
に
難
し
い
か
を
示

し
て
い
て
興
味
深
い
。
そ
の
第
十
三
条
に
い
わ
く
、「
我
々
は
た
し
か
に
教
会
が
俗
人

（
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）
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三
十
九

に
属
さ
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
俗
人
か
ら
教
会
を
こ
と
ご
と
く
取
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
少
な
く
と
も
ミ
サ
お
よ
び
祭
壇
の
供
物
や
初

穂
の
所
有
を
彼
ら
に
た
い
し
て
固
く
禁
ず
る
」
と
。
十
分
の
一
税
へ
の
明
確
な
言
及

は
な
い
が
、
多
く
の
私
有
教
会
に
十
分
の
一
税
が
付
属
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
本
カ
ノ
ン
は
俗
人
へ
の
大
幅
な
譲
歩
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
〇
八
○
年

の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
祝
日
に
、
リ
ル
ボ
ン
ヌ
（
セ
ー
ヌ
河
口
）
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世

が
召
集
し
た
教
会
会
議
で
は
、
聖
俗
バ
ロ
ン
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
彼
の
父
の
下
で
行
わ

れ
て
い
た
慣
習
を
改
め
て
確
認
し
た
。
カ
ノ
ン
第
四
条
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
俗
人

は
祭
壇
収
入
、
埋
葬
料
、
十
分
の
一
税
の
三
分
の
一
（
聖
職
者
の
取
り
分
）
を
所
有

し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
売
却
、
寄
進
に
よ
っ
て
金
銭
を
受
け
取
っ
て
は

な
ら
な
い
」。
こ
こ
に
は
祭
壇
（altare

）
と
教
会
（ecclesia

）
の
区
別
が
み
ら
れ
る
。

祭
壇
収
入
は
聖
職
者
に
帰
属
す
る
が
、
教
会
収
入
（
十
分
の
一
税
）
に
つ
い
て
は
、

教
会
の
創
設
に
か
か
わ
っ
た
俗
人
も
ま
た
権
利
を
も
つ
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
で
は
十
分

の
一
税
収
入
の
三
分
の
二
ま
で
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
俗
人
の
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
ル
マ
リ
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
西
部
（
サ
ン
ス
、
ト
ゥ
ー
ル
両

管
区
）
で
は
、
す
で
に
十
世
紀
七
十
年
代
以
降
、
祭
壇
と
教
会
の
区
別
が
み
ら
れ
る

と
い
う
。
十
分
の
一
税
に
た
い
す
る
柔
軟
な
対
応
は
ド
イ
ツ
の
教
会
会
議
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
る
。
一
〇
八
五
年
四
月
に
教
皇
特
使
と
対
立
王
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・

ザ
ル
ム
が
召
集
し
た
ク
ヴ
ェ
ト
リ
ン
ブ
ル
ク
教
会
会
議
は
、
カ
ノ
ン
第
五
条
で
「
俗

人
は
合
法
的
所
有
者
の
同
意
な
し
に
十
分
の
一
税
を
所
有
し
た
り
、
封
と
し
て
請
求

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
合
法
的
な
所
有
権
者
（
司
教
、
修

道
院
長
）
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
俗
人
も
ま
た
十
分
の
一
税
の
所
有
や
受
封
が
可
能
な

の
で
あ
り
、
本
カ
ノ
ン
は
現
状
に
よ
り
適
っ
た
法
の
運
用
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
お
よ
び
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
の
教
会
会
議
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

七
世
の
前
述
の
教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
を
繰
り
返
し
た
。
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
（
一

〇
九
五
年
十
一
月
）
の
カ
ノ
ン
第
十
九
条
、
ニ
ー
ム
教
会
会
議
（
一
〇
九
六
年
七
月
）

の
カ
ノ
ン
第
六
条
、
ポ
ワ
チ
エ
教
会
会
議
（
一
一
〇
〇
年
十
一
月
）
の
カ
ノ
ン
第
十

六
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
パ
ス
カ
リ
ス
は
「
祭
壇
お
よ
び
十
分
の
一
税
を
金
銭
と
引
換

え
に
与
え
た
り
、聖
霊
を
売
却
す
る
の
は
シ
モ
ニ
ア
異
端
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。 

一
一
一
九
年
十
月
に
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
が
ラ
ン
ス
に
召
集
し
た
大
規
模
な

教
会
会
議
に
関
し
て
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
神
学
校
校
長
ヘ
ッ
ソ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
が
残
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
カ
ノ
ン
第
二
条
の
制
定
を

め
ぐ
る
論
議
は
、
俗
人
に
教
会
・
十
分
の
一
税
の
所
有
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
が
い
か

に
難
し
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
第
二
条
の
原
案
で
は
「
我
々
は
俗
人
の
手
に
よ

る
す
べ
て
の
教
会
お
よ
び
教
会
財
産

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
授
与
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
」
と
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
条
文
が
総
会
で
朗
読
さ
れ
る
と
多
数
の
俗
人
や
聖
職
者
か
ら
不
満
の
声

が
あ
が
っ
た
。
彼
ら
は
「
俗
入
が
昔
か
ら
保
有
し
て
い
た
」
《antiquitus laici 

tenuerant

》
十
分
の
一
税
と
教
会
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
教
皇
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
警
戒
し
た
か
ら
で
あ
る
。
激
論
は
晩

ま
で
続
い
た
が
決
着
が

つ
か
な
か
っ
た
。そ
こ
で
教
皇
は
こ
の
日
に
会
議
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、

（
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四
十

当
該
条
文
を
も
う
一
度
検
討
し
て
か
ら
改
め
て
総
会
に
諮
る
こ
と
に
し
た
。
教
皇
は

聡
明
な
助
言
者
の
意
見
を
い
れ
て
原
案
を
修
正
し
、
翌
日
に
本
修
正
条
文
を
総
会
に

上
程
し
て
一
同
の
承
認
を
得
た
の
で
あ
る
。
第
二
条
は
「
我
々
は
俗
人
の
手
に
よ
る

司
教
職
お
よ
び
大
修
道
院
長
職

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
授
与
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
」
と
変
更
さ
れ
た
。

つ
ま
り
禁
止
の
対
象
を
司
教
座
、
大
修
道
院
な
ど
の
上
級
教
会
に
限
定
し
、
下
級
私

有
教
会
と
そ
れ
に
付
属
す
る
諸
権
利
（
十
分
の
一
税
や
司
祭
収
入
な
ど
）
の
授
与
に

つ
い
て
は
、
従
来
通
り
俗
人
の
関
与
を
黙
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
有
教
会
に

た
い
す
る
俗
人
領
主
の
長
年
に
わ
た
る
権
利
を
事
実
上
承
認
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
一
一
二
三
年
三
月
に
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
が
召
集
し
た
第
一
ラ
テ
ラ
ノ
公

会
議
は
司
牧
と
教
会
財
産
《res ecclesiastica
》
の
管
理
権
が
司
教
に
あ
る
こ
と
を
明

記
し
た
が
（
第
四
条
）、
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
の
言
及
は
避
け
て
い
る
。
し
か
し
ア

ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス
二
世
の
シ
ス
マ
に
勝
利
し
て
意
気
が
上
が
る
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス

二
世
は
、
シ
ス
マ
終
結
の
翌
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
（
一
一
三
九

年
四
月
）
に
お
い
て
相
変
わ
ら
ず
改
革
の
建
前
を
強
調
し
た
。
十
分
の
一
税
は
敬
虔

な
用
途
の
た
め
に
《in usu pietatis

》
聖
職
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
俗
人

は
そ
れ
を
教
会
に
返
還
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
教
会
を
所
有
す
る
俗
入
は
そ

れ
を
司
教
に
返
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（
第
十
条
）
と
。
こ
の
カ
ノ
ン
は
ラ
ン
ス
教
会

会
議
の
暗
黙
の
了
解
を
無
視
し
た
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
が
、
十
二
世
紀
後
半

に
開
催
さ
れ
た
第
三
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

二 

修
道
院
十
分
の
一
税
と
改
革
教
皇
権 

 

寄
進
や
売
買
を
通
じ
て
修
道
院
に
よ
る
十
分
の
一
税
の
所
有
が
野
放
図
な
発
展

を
と
げ
る
と
、
改
革
教
皇
権
は
そ
の
規
制
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
一

〇
七
八
年
十
一
月
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
は
カ
ノ
ン
第
九
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

「
修
道
院
長
は
、
教
会
法
に
従
っ
て
司
教
に
属
す
る
十
分
の
一
税
、
初
穂
、
そ
の
他

の
収
入
を
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
も
し
く
は
教
区
司
教
の
同
意
な
し
に
所
有
し
な
い
よ

う
に
使
徒
の
命
令
に
よ
っ
て
確
認
す
る
」
と
。
当
教
令
は
後
に
ル
ッ
カ
司
教
ア
ン
セ

ル
ム
ス
、
枢
機

デ
ウ
ス
デ
ー
デ
ィ
ッ
ト
の
カ
ノ
ン
法
集
成
に
収
録
さ
れ
た
が
、
そ

の
制
定
理
由
と
影
響
に
つ
い
て
ガ
エ
ー
夕
の
ヨ
ハ
ネ
ス
（
尚
書
院
長
、
後
の
教
皇
ゲ

ラ
シ
ウ
ス
二
世
）
が
説
明
し
て
い
る
。
教
令
の
布
告
以
前
に
は
、
俗
人
領
主
は
自
由

に
教
会
を
修
道
院
に
譲
渡
、
売
買
で
き
た
た
め
に
聖
職
者
の
モ
ラ
ル
が
著
し
く
弛
緩

し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
こ
う
し
た
風
潮
に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
く
本
教
令
を

制
定
し
た
が
、
こ
の
禁
令
に
乗
じ
て
司
教
の
修
道
院
略
奪
が
激
し
さ
を
増
し
た
。
修

道
院
か
ら
教
皇
庁
に
苦
情
が
殺
到
し
た
た
め
に
教
皇
も
事
態
を
放
置
で
き
な
く
な
り
、

五
年
後
の
一
〇
八
三
年
に
召
集
し
た
教
会
会
議
に
お
い
て
、
当
教
会
会
議
以
前
に
諸

侯
が
修
道
院
に
譲
渡
し
た
財
産
や
教
会
は
修
道
院
の
所
有
権
下
に
と
ど
ま
る
と
決
議

し
た
。
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
命
令
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
派
の
迫
害
が
差
し

迫
っ
た
状
況
の
下
で
は
殆
ど
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ウ
ル

バ
ヌ
ス
二
世
は
一
○
八
九
年
九
月
に
メ
ル
フ
ィ
に
教
会
会
議
を
召
集
し
て
、
こ
の
と

（
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一

き
ま
で
に
諸
侯
が
修
道
院
に
譲
渡
し
た
も
の
は
今
後
も
引
き
続
き
修
道
院
が
合
法
的

に
所
有
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
修
道
院
長
は
獲
得
を
断
念
す
る
よ
う
に

求
め
た
。
こ
の
適
切
な
措
置
に
よ
っ
て
、
以
後
修
道
院
長
は
教
会
侵
出
を
や
め
、
司

教
は
修
道
院
を
略
奪
し
な
く
な
っ
た
と
ヨ
ハ
ネ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
メ
ル
フ
ィ
教
会

会
議
の
カ
ノ
ン
第
五
条
は
ロ
ー
マ
教
会
会
議
の
曖
昧
な
表
現
を
避
け
て
、
た
と
い
司

教
の
同
意
が
な
く
て
も
「
教
皇
の
同
意
が
あ
れ
ば
」
《Rom

ani concessione 

pontificis

》
こ
れ
ま
で
通
り
修
道
院
は
俗
人
に
よ
る
教
会
、
十
分
の
一
税
の
譲
渡
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
特
免
に
よ
る
法
の
適
用
緩
和
の

措
置
で
あ
る
。
一
〇
九
六
年
七
月
の
ニ
ー
ム
教
会
会
議
で
は
、
修
道
院
が
所
有
す
る

教
会
と
十
分
の
一
税
（
ガ
リ
ア
で
はaltaria
と
呼
ば
れ
た
）
を
、
主
任
司
祭
《persona

》

の
死
去
や
異
動
の
際
に
司
教
が
修
道
院
に
買
い
戻
さ
せ
る
金
銭
づ
く
《venalitas

》
が

議
論
さ
れ
た
。
ガ
リ
ア
に
は
び
こ
る
こ
の
悪
習
は
前
年
ク
レ
ル
モ
ン
で
開
催
さ
れ
た

教
会
会
議
で
も
話
題
に
な
っ
た
が
、
ニ
―
ム
教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
第
一
条
は
こ
う
し

た
金
銭
取
引
の
弊
害
を
絶
つ
た
め
に
、
三
十
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
あ
い
だ
修
道

院
が
所
有
し
て
い
た
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
は
、
修
道
院
が
誰
か
ら
も
煩
わ
さ
れ
る

こ
と
な
く
所
有
で
き
る
と
定
め
た
。
時
効
の
導
入
に
よ
る
権
利
の
保
護
で
あ
る
。
教

会
法
学
者
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
は
、
修
道
士
か
ら
十
分
の
一
税
を
取
り
上
げ
よ
う

と
す
る
一
部
の
動
き
を
牽
制
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
十
分
の
一
税
と
供
物
は
お

も
に
聖
職
者
集
団
に
支
払
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
教
会
は
所
有
す
る
一
切
の
も
の
を
す

べ
て
の
貧
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
況
や
自
身
の
財
産
を
放
棄
し
、
す
す
ん

で
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
背
負
い
、
貧
し
い
キ
リ
ス
ト
に
従
う
貧
者
（
＝
修
道
士
）

と
共
有
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
。 

 

教
皇
権
は
他
人
の
労
働
に
由
来
す
る
十
分
の
一
税
の
所
有
を
修
道
院
に
認
め
た
だ

け
で
は
な
く
、
修
道
士
自
身
の
必
要
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た
収
穫
物
の
十
分
の
一
の

納
付
を
修
道
院
に
た
い
し
て
免
除
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
を
例
に
と
っ
て
説
明

し
よ
う
。
す
で
に
ル
イ
敬
虔
帝
の
修
道
院
勅
令
（
八
一
七
年
）
は
「
十
分
の
一
は
貧

者
に
与
え
ら
れ
る
べ
し
」
と
規
定
し
て
お
り
、
修
道
院
は
伝
統
的
に
巡
礼
の
接
待
や

貧
者
給
養
な
ど
の
慈
善
行
為
に
努
め
て
き
た
。
十
世
紀
の
教
皇
な
ら
び
に
国
王
の
特

許
状
も
こ
の
点
を
重
視
し
た
。
九
三
一
年
三
月
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
発
給
さ
れ

た
ヨ
ハ
ネ
ス
十
一
世
の
特
許
状
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
あ
な
た
方
の
修
道
院
に
属
す

る
ブ
ド
ウ
畑
や
耕
地
か
ら
の
収
穫
物
の
十
分
の
一
が
あ
な
た
方
の
宿
泊
所
に
属
す
る

こ
と
を
承
認
す
る
。
あ
な
た
方
が
今
後
受
け
取
る
土
地
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
」。

そ
の
八
年
後
に
西
フ
ラ
ン
ク
王
ル
イ
四
世
が
発
給
し
た
確
認
証
書
も
「
修
道
士
は
直

営
地
収
入
の
十
分
の
一
を
宿
泊
所
に
充
て
る
よ
う
に
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
直

営
地
収
入
の
十
分
の
一
は
司
教
に
納
付
せ
ず
に
慈
善
に
回
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
改
革
教
皇
の
一
連
の
特
許
状
は
こ
の
考
え
を
受
け
継
い
で
い
る
。
パ
ス
カ
リ
ス

二
世
が
修
道
院
長
ユ
ー
グ
に
宛
て
た
特
許
状
（
一
一
〇
五
年
十
月
二
十
八
日
付
け
）

は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
あ
な
た
方
や
他
院
の
修
道
士
を
著
し
く
煩
わ
せ
て
き
た
あ
な

た
方
の
農
地
の
十
分
の
一
税
、
す
な
わ
ち
あ
な
た
方
の
費
用
と
あ
な
た
方
の
修
道
院

な
い
し
分
院
の
隷
属
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
直
営
地
の
十
分
の
一
税
を
、
以
後
す
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四
十
二

べ
て
の
司
教
お
よ
び
司
教
役
人
の
妨
げ
な
し
に
平
穏
に
所
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

全
能
の
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
あ
な
た
方
は
十
分
の
一
に
留
ま
ら
ず
、
残
余
の
殆
ど
す

べ
て
を
巡
礼
修
道
士
や
貧
者
の
た
め
に
支
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。十
分
の
一
税

を
免
除
さ
れ
た
の
は
直
営
地
に
限
ら
れ
、
農
民
保
有
地
や
受
封
地
は
十
分
の
一
税
を

負
担
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
本
特
許
状
《D

ecim
as enim

 laborum

》
は
、
カ
リ
ク
ス

ト
ゥ
ス
二
世
、
ル
キ
ウ
ス
二
世
、
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
の
諸
教
皇
に
よ
っ
て
も
繰
り

返
し
確
認
さ
れ
た
。 

 

十
分
の
一
税
の
所
有
を
是
認
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
に
た
い
し
て
『
聖
ベ
ネ
デ

ィ
ク
ト
の
戒
律
』
の
文
字
通
り
の
厳
守
を
主
張
し
た
シ
ト
ー
修
道
士
は
そ
の
収
受
に

反
対
し
た
。
十
一
世
紀
末
に
、
同
じ
修
道
院
の
内
部
に
十
分
の
一
税
問
題
を
め
ぐ
っ

て
二
つ
の
対
立
す
る
党
派
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
は
オ
ル
デ
リ
ク
ス

で
あ
る
。
彼
は
モ
レ
ー
ムM
olesm

e

修
道
士
の
意
見
の
対
立
を
論
争
形
式
を
と
り
な

が
ら
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
一
一
三
五
年
頃
で
あ
り
、
ベ
ル
ナ
ー

ル
の
活
動
の
最
盛
期
に
あ
た
る
。
オ
ル
デ
リ
ク
ス
自
身
の
頭
の
中
で
整
理
さ
れ
た
論

争
と
は
い
え
、
当
時
の
状
況
を
か
な
り
正
確
に
再
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
モ
レ
ー
ム
修
道
院
長
ロ
ベ
ー
ル
は
言
う
。
我
々
は
聖
教
父
た
ち
の
よ
う
に
み

ず
か
ら
の
手
を
用
い
て
労
働
し
て
い
な
い
。
十
分
の
一
税
と
教
会
の
供
物
か
ら
豊
か

な
食
事
と
衣
服
を
得
て
い
る
。
詭
弁
と
暴
力
に
よ
っ
て
司
祭
に
属
す
る
も
の
を
横
領

し
た
我
々
は
、
他
人
の
血
を
吸
う
犯
罪
者
も
同
然
で
あ
る
。
我
々
は
十
分
の
一
税
と

供
物
を
小
教
区
の
聖
職
者
に
返
し
て
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
自
活
し
、
聖
教
父
に
倣

い
貧
し
い
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
生
き
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
よ
う
な
改
革
派

の
主
張
に
対
し
て
伝
統
的
な
生
活
に
馴
染
ん
だ
守
旧
派
の
修
道
士
は
反
論
す
る
。

我
々
が
手
労
働
に
従
事
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
の
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
に
我
々
は
日
々

務
に
励
み
、
恩
顧
者
の
た
め
に
祈
り
、
執
り
成
し
て

い
る
。
信
徒
の
十
分
の
一
税
と
供
物
は
聖
パ
ウ
ロ
が
言
う
よ
う
に
司
祭
と
祭
壇
の
奉

仕
者
が
こ
れ
に
あ
ず
か
る
が
（
コ
リ
ン
ト
前 

九
・
一
三
）、
修
道
士
は
品
級
と
聖
な

る
役
務
に
よ
っ
て
紛
れ
も
な
く
聖
職
者
で
あ
る
。
我
々
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
や
マ
ル
ム

ー
テ
ィ
エ
の
修
道
士
同
様
に
、
権
利
と
し
て
教
会
の
べ
ネ
フ
ィ
ス
を
保
有
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
手
放
す
つ
も
り
は
な
い
。
我
々
は
「
新
奇
さ
の
軽
率
な
創
案

者
」《tem

erarii novitatum
 adinventores

》
と
は
無
縁
で
あ
る
、
と
。
両
党
派
は
結

局
和
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ロ
ベ
ー
ル
は
修
道
院
長
を
辞
し
、
同
じ
考
え
を
抱
く

十
二
名
の
改
革
派
修
道
士
を
引
き
連
れ
て
シ
ャ
ロ
ン
教
区
の
シ
ト
ー
に
移
住
し
た
の

で
あ
る
（
一
〇
九
八
年
）。 

周
知
の
よ
う
に
、
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
シ
ト
ー
会
の
規
約
集
で
は
十
分
の

一
税
の
所
有
は
厳
禁
さ
れ
た
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
『
創
立
小
史
』（Exordium

 Parvum

）
は
、
そ
の
第
十
五
章
で
教
会
、
祭
壇
、
供

物
、
埋
葬
料
、
十
分
の
一
税
、
パ
ン
焼
き
竃
、
水
車
の
所
有
を
禁
止
し
た
。
十
数
年

後
に
作
成
さ
れ
た
『
シ
ト
ー
創
立
史
』（Exordium

 Cistercii

）
は
、
そ
の
第
二
十
三

章
に
お
い
て
教
会
、
祭
壇
、
埋
葬
料
、
十
分
の
一
税
、
パ
ン
焼
き
竃
、
水
車
の
所
有
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四
十
三

を
固
く
禁
じ
て
い
る
。
後
者
で
は
供
物
が
欠
如
し
て
い
る
が
、
両
規
約
集
は
一
致
し

て
、
教
会
、
十
分
の
一
税
、
祭
壇
収
入
は
も
と
よ
り
聖
式
謝
礼
や
バ
ナ
リ
テ
収
入
の

所
有
さ
え
も
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
両
規
約
集
の
成
立
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て

ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
修
道
院
長
ユ
ー
グ
と
の
共
同
書
簡
の
形
式
を
と
っ

て
、
マ
ル
ム
ー
テ
ィ
エ
修
道
院
長
オ
ド
ン
に
警
告
を
発
し
た
。
彼
が
祭
壇
収
入
（
十

分
の
一
税
と
供
物
を
含
む
）
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
聖
職
者
と
い
さ
か
い
を
起
こ

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ム
ー
テ
ィ
エ
修
道
士
が
貪
欲
に
目
が
く
ら
ん
で
「
こ

の
世
の
栄
光
よ
り
も
さ
さ
や
か
な
祭
壇
収
入
の
方
を
好
む
」
の
は
驚
き
だ
と
述
べ
た

あ
と
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、

と
く
に
修
道
士
に
と
っ
て
訴
訟
に
よ
っ
て
多
く
の
も
の
を
所
有
す
る
よ
り
は
平
和
の

う
ち
に
僅
か
な
も
の
を
所
有
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
安
全
だ
と
主
張
し
ま
す
。
祭
壇

に
仕
え
、
祭
壇
に
よ
っ
て
生
活
す
る
の
は
聖
職
者
で
す
。
我
々
の
務
め
と
昔
の
修
道

士
た
ち
の
範
例
は
、
修
道
士
が
神
の
聖
所
か
ら
で
は
な
く
て
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て

食
物
を
手
に
入
れ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
種
を
蒔
か
な
い
と
こ
ろ
で
収
穫
す
る

の
は
実
に
厭
わ
し
い
こ
と
で
す
し
、
他
人
が
蒔
い
た
も
の
を
収
穫
す
る
の
も
や
は
り

不
当
な
こ
と
な
の
で
す
」。 

改
革
派
の
禁
欲
的
で
過
激
な
主
張
が
在
俗
聖
職
者
の
考
え
と
き
わ
め
て
似
通
っ

て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
彼
ら
も
ま
た
修
道
士
が
教
会
や
十
分
の
一
税
を
所
有

し
た
り
、
司
牧
に
た
ず
さ
わ
る
の
を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
神
学
校
教
師
テ
ィ
ボ
ー
・
デ
タ
ン
プ
が
ヨ
ー
ク
大
司
教
に
宛
て
た
書
簡

（
一
一
三
二
／
三
三
年
）
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ヨ
ー
ク
大
司
教
区
で
も
新
旧
修
道

制
の
対
立
が
み
ら
れ
、
在
俗
聖
職
者
出
身
の
大
司
教
サ
ー
ス
タ
ン
は
改
革
派
の
肩
を

も
っ
た
。
改
革
派
グ
ル
ー
プ
は
の
ち
に
シ
ト
ー
派
の
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
修
道
院
を
創

建
す
る
が
、
サ
ー
ス
タ
ン
に
宛
て
た
テ
ィ
ボ
ー
（
彼
も
ま
た
在
俗
聖
職
者
）
の
書
簡

に
は
、
修
道
士
に
対
す
る
敵
意
と
と
も
に
初
代
修
道
制
へ
の
共
感
を
お
も
わ
せ
る
指

摘
が
あ
る
。「
教
会
と
修
道
院
と
は
別
の
も
の
で
す
。教
会
は
信
徒
の
集
ま
り
で
す
が
、

修
道
院
は
呪
わ
れ
た
者
つ
ま
り
修
道
士
の
住
み
か
な
の
で
す
。
彼
ら
は
永
劫
の
罰
を

避
け
る
た
め
に
自
分
自
身
を
呪
詛
し
た
者
た
ち
で
す
。
他
人
よ
り
も
お
の
れ
自
身
に

よ
っ
て
呪
わ
れ
る
方
が
効
果
的
だ
か
ら
で
す
。
彼
ら
修
道
士
に
は
民
衆
に
説
教
し
た

り
、
洗
礼
を
施
し
た
り
、
悔
悟
者
を
繋
い
だ
り
解
い
た
り
、
教
会
に
属
す
る
と
み
な

さ
れ
て
い
る
諸
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
」。そ
し
て
つ
づ
け
て

言
う
。「
十
分
の
一
税
や
教
会
は
法
律
上
、
修
道
士
に
は
属
し
ま
せ
ん
。
金
銭
を
強
請

す
る
た
め
に
一
部
の
修
道
士
が
行
う
厳
し
い
取
り
立
て
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
す
。
む
し
ろ
彼
ら
は
初
代
の
修
道
士
の
よ
う
に
手
の
労
働
に
よ
っ
て
、
共
通
の
も

の
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」。 

 

モ
レ
ー
ム
の
ロ
ベ
ー
ル
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
さ
ら
に
シ
ト
ー
会
の

規
約
が
十
分
の
一
税
や
供
物
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
立
場
は
長
続
き

し
な
か
っ
た
。
一
つ
に
は
歴
史
上
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
修
道
士
が

徳
行
に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
修
道
院
の
評
判
が
高
ま
る
と
、
修
道
士
と
の
結
縁
を
求
め

（
49
） 

マ
ギ
ス
テ
ル 
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四
十
四

て
修
道
院
に
土
地
や
財
産
を
寄
進
す
る
聖
俗
界
の
貴
顕
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
必
然
的
に
修
道
院
経
済
の
現
実
へ
の
適
応
を
促
し
た
。
さ
ら
に
律

修
聖
職
者
は
、
司
教
権
と
の
抗
争
に
備
え
て
概
し
て
教
皇
権
に
は
忠
実
で
あ
り
、
皇

帝
の
迫
害
や
シ
ス
マ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
を
追
わ
れ
た
教
皇
と
そ
の
一
行
に
宿
所
を
提

供
し
、
彼
ら
の
生
活
を
保
障
し
た
の
は
主
と
し
て
修
道
院
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

教
皇
は
修
道
院
の
経
済
的
安
定
に
は
つ
ね
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
ず
、
数
多
く
の
特
権

を
こ
れ
に
与
え
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ト
ー
会
も
遅
か
れ
早
か
れ
教

会
と
十
分
の
一
税
の
所
有
を
容
認
さ
れ
た
。
Ｃ
・
Ｈ
・
バ
ー
マ
ン
の
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
、

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
シ
ト
ー
派
修
道
院

は
す
で
に
十
二
世
紀
三
十
年
代
に
は
教
会
や
十
分
の
一
税
を
所
有
し
て
い
た
。
さ
ら

に
Ｃ
・
ル
ナ
ル
デ
ィ
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
教
区
に
つ
い
て
の
研
究
、
Ｅ
・
ア
フ
ォ
ル
テ
ル

の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
教
区
の
ク
レ
ー
ル
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
修
道
院
（
ブ
ザ
ン
ソ
ン
北
方
七
十

キ
ロ
に
あ
り
、
モ
リ
モ
ン
修
道
士
が
創
建
）
の
研
究
な
ど
も
十
二
、
十
三
世
紀
に
シ

ト
ー
派
修
道
院
が
十
分
の
一
税
の
み
な
ら
ず
バ
ナ
リ
テ
収
入
ま
で
も
所
有
し
て
い
た

事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
シ
ト
ー
会
以
外
の
新
興
教
団
（
カ
ル
ト
ゥ
ジ
オ
会
、
プ
レ

モ
ン
ト
レ
会
、
神
殿
騎
士
修
道
会
、
グ
ラ
ン
モ
ン
会
）
の
修
道
士
、
律
修
参
事
会
員

も
程
な
く
現
実
的
な
政
策
路
線
に
転
換
し
た
。 

十
一
世
紀
末
に
ト
ゥ
ル
ネ
の
改
革
者
オ
ド
ン
は
、
使
徒
的
生
活
を
実
践
す
る
た
め

に
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
の
聖
職
禄
を
放
棄
し
て
、
サ
ン
＝
マ
ル
タ
ン
律
修
参
事
会

を
教
区
内
に
創
設
し
た
。
し
か
し
オ
ド
ン
の
徳
行
と
説
教
の
評
判
が
高
ま
る
と
、
か

つ
て
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
同
僚
も
大
挙
し
て
こ
の
教
区
参
事
会
に
移
り
住
む
よ

う
に
な
り
、
彼
ら
は
土
地
や
諸
権
利
を
持
参
し
た
の
で
あ
る
。
設
立
か
ら
半
世
紀
の

あ
い
だ
に
（
一
〇
九
五
―
一
一
四
五
年
）、
サ
ン
＝
マ
ル
タ
ン
参
事
会
聖
堂
は
三
十
七

基
の
祭
壇
を
寄
進
に
よ
っ
て
取
得
し
た
。
一
祭
壇
あ
た
り
年
平
均
六
リ
ー
ヴ
ル
の
収

入
が
あ
り
、
当
参
事
会
の
年
収
入
は
祭
壇
収
入
だ
け
で
四
千
四
百
四
十
ス
ー
に
達
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
い
た
る
所
の
新
修
道
院
、
新
参
事

会
聖
堂
に
お
い
て
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。 

十
分
の
一
税
の
所
有
が
修
道
院
に
お
い
て
広
く
普
及
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
シ
ト

ー
会
士
も
ま
た
十
分
の
一
税
の
納
付
を
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
パ
ス
カ
リ

ス
二
世
は
詔
勅
《N

ovum
 genus

》
の
中
で
「
レ
ヴ
ィ
族
が
レ
ヴ
ィ
族
か
ら
十
分
の

一
税
を
受
納
し
た
り
強
請
し
た
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
述
べ
て
、
聖
職
者
が

聖
職
者
か
ら
穀
物
、
家
畜
の
十
分
の
一
税
を
取
り
立
て
る
こ
と
は
原
則
的
に
あ
り
得

な
い
と
主
張
し
た
。
同
教
皇
は
さ
ら
に
モ
ン
マ
ジ
ュ
ー
ル
修
道
院
（
ア
ル
ル
近
郊
）

に
宛
て
た
特
許
状
《D

ecim
as a populo

》
の
中
で
修
道
士
と
律
修
参
事
会
員
を
十
分

の
一
税
か
ら
免
除
し
た
。
本
教
令
は
後
に
『
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
教
令
集
』
に
収
録
さ

れ
て
後
世
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。「
神
法
の
権
威
は
十
分
の
一
税
が
民

衆
に
よ
っ
て
祭
司
や
レ
ヴ
ィ
族
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
定
め
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず

騎
士
、
司
教
お
よ
び
他
の
人
々
が
修
道
士
や
共
同
生
活
を
営
む
聖
職
者
か
ら
彼
ら
が

所
有
す
る
農
地
や
家
畜
の
十
分
の
一
税
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
、
理
性
は
固
く
禁
じ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
共
同
生

（
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四
十
五

活
を
お
く
っ
て
い
る
者
に
、
分
配
し
、
接
待
し
、
慈
善
を
全
う
す
る
こ
と
に
つ
い
て

語
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
な
ぜ
な
ら
余
剰
物
の
一
切
は
敬
虔
と
信
心

の
た
め
に
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
余

り
も
の
を
施
せ
、
そ
う
す
れ
ば
す
べ
て
は
清
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
ル
カ 

一
一
・
四

一
）」
と
。
十
分
の
一
税
を
免
除
す
る
理
由
と
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
宛
書
簡
を
引
用
し
な
が
ら
、
修
道
士
、
律
修
参
事
会
員
の
生
活
費
の
余
剰

部
分
が
慣
習
上
す
べ
て
貧
者
の
給
養
、
巡
礼
の
接
待
、
そ
し
て
慈
善
に
充
て
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
本
教
令
で
免
税
対
象
に
な
っ
た
農
地
《labor

》
が
直
営

地
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
所
領
全
体
を
含
む
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
パ

ス
カ
リ
ス
二
世
や
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
は
お
そ
ら
く
前
者
の
意
味
に
理
解
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
修
道
院
側
が
そ
れ
を
よ
り
広
義
に
解
釈
し

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
、
一
一
〇
〇
年
か
ら
一
一
一
三
年
に
い

た
る
十
数
年
間
に
二
十
通
に
近
い
免
税
特
許
状
を
修
道
院
に
交
付
し
て
い
る
。 

シ
ス
マ
の
さ
な
か
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
が
シ
ト
ー
会
に
与
え
た
特
許

状
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
同
教
皇
は
十
分
の
一
税
の
免
税
政
策
を
新
教
団
の
支
持

を
と
り
つ
け
る
た
め
の
武
器
と
し
て
用
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
西
欧
の

聖
俗
界
の
要
人
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
支
持
を
呼
び
か
け
た
功
労
へ
の
感
謝
の

気
持
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
教
皇
は
一
週
間
後
に
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修
道
院
に
も
ほ
ぼ

同
じ
内
容
の
特
許
状
を
発
給
し
て
い
る
。
一
一
三
二
年
二
月
十
日
に
シ
ト
ー
修
道
院

長
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
（
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
）
に
交
付
さ
れ
た
特
許
状
は
、

シ
ト
ー
修
道
院
だ
け
で
は
な
く
シ
ト
ー
会
所
属
の
す
べ
て
の
修
道
院
に
免
税
特
権
を

承
認
し
た
。「
あ
な
た
方
と
あ
な
た
方
の
全
教
団
の
修
道
士
が
み
ず
か
ら
の
手
と
費
用

に
よ
っ
て
耕
作
し
た
農
地
と
家
畜
の
十
分
の
一
税
を
、
何
ぴ
と
も
あ
な
た
方
か
ら
要

求
し
た
り
、
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
宛
て
た
特
許
状
（
一

一
三
二
年
二
月
十
七
日
付
け
）
も
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修
道
士
が
、「
み
ず
か
ら
の
手
と
費

用
に
よ
っ
て
耕
し
た
」《propriis m

anibus aut sum
ptibus colitis

》
農
地
と
家
畜
の
十

分
の
一
税
を
免
除
し
た
上
に
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
で
誓
願
を
立
て
た
助
修
士
を
他
の
修

道
院
長
や
司
教
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
当
証
書
を
作
成
し
た
の
は
教
皇
側

近
の
実
力
者
、
尚
書
院
長
ハ
イ
メ
リ
ク
ス
で
あ
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
は

シ
ス
マ
に
勝
利
し
た
一
一
三
八
年
に
、
プ
レ
モ
ン
ト
レ
会
士
に
も
同
様
の
免
税
特
権

を
与
え
た
。
こ
れ
は
同
教
皇
と
新
修
道
会
、
新
修
道
参
事
会
と
の
親
密
な
関
係
を
う

か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
ア
ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス
二
世
の
修
道
院
政
策
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
免
税
特
権
の
授
与
は
教
皇
の
善
意
に
の
み
負
う
も
の
で
は
な
い
。

ベ
ル
ナ
ー
ル
自
身
が
積
極
的
に
働
き
か
け
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修

道
院
の
証
書
集
を
繙
く
と
き
こ
の
点
は
明
ら
か
に
な
る
。
十
二
世
紀
前
半
の
十
分
の

一
税
に
関
す
る
証
書
は
全
部
で
九
通
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
創
建

は
一
一
一
五
年
六
月
な
の
で
、
僅
か
一
世
代
の
あ
い
だ
に
十
分
の
一
税
に
た
い
す
る

同
院
の
態
度
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
の
で
あ
る
。
一
一
二
一
年
に
サ
ン
＝
ト
ワ
イ

ア
ン
修
道
院
長
ア
ド
ン
が
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
に
聖
エ
ウ
セ
ビ
ウ
ス
教
会
を
寄
進
し
た
が
、
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四
十
六

そ
の
際
に
小
教
区
の
農
地
と
家
畜
の
十
分
の
一
税
を
免
除
し
た
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
ラ

ン
グ
ル
司
教
ギ
ラ
ン
ス
と
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
に
こ
れ
を
確
認
さ
せ
て
い
る
（
一
一
三
五
、

一
一
四
七
年
）
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
自
身
が
確
認
証
書
を
「
要
求
し
か
つ
取
得
し
た
」

《quesivit et im
petravit

》
と
史
料
は
語
っ
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
ピ
エ
ー

ル
も
小
教
区
ア
カ
ン
ヴ
ィ
ル
の
農
地
と
家
畜
の
十
分
の
一
税
を
免
除
し
た
が
、
ベ
ル

ナ
ー
ル
は
こ
れ
を
一
一
三
五
年
と
一
一
四
七
年
に
同
様
に
ラ
ン
グ
ル
司
教
に
確
認
さ

せ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
十
二
世
紀
後
半
に
も
中
断
す
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
。

シ
ト
ー
会
の
規
約
集
が
十
分
の
一
税
の
所
有
を
拒
否
し
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
十
分
の
一

税
の
所
有
に
関
し
て
マ
ル
ム
ー
テ
ィ
エ
修
道
院
長
を
訓
戒
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

シ
ト
ー
会
も
ま
た
現
実
に
順
応
し
、
旧
修
道
会
と
同
じ
み
ち
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ

る
。 オ
ル
デ
リ
ク
ス
は
新
教
団
の
修
道
士
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
黒
衣
は

聖
書
の
中
で
謙
譲
の
徳
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
修
道
士
は
今
に
い
た
る
ま

で
黒
衣
を
ま
と
う
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
今
の
修
道
士
は
正

義
を
ひ
け
ら
か
す
か
の
よ
う
に
黒
衣
を
避
け
る
。
聖
職
者
の
カ
ッ
パ
に
も
修
道
士
の

ク
ラ
ラ
に
も
謙
譲
の
し
る
し
で
あ
る
黒
衣
を
用
い
な
い
し
、
奇
抜
な
方
法
で
衣
服
の

丈
を
短
く
し
な
が
ら
お
の
れ
を
他
か
ら
区
別
す
る
。
察
す
る
に
自
発
的
清
貧
、
俗
世

の
軽
視
、
そ
し
て
真
の
信
心
が
多
数
の
者
を
鼓
舞
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
中
に

は
多
く
の
偽
善
者
や
ま
こ
と
し
や
か
な
贋
物
が
混
じ
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
小
麦
に

毒
麦
が
混
入
し
て
い
る
よ
う
に
。
十
二
世
紀
初
頭
に
は
、
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
座
聖
堂

の
聖
職
者
が
白
衣
の
修
道
士
の
偽
善
と
パ
リ
サ
イ
派
的
性
格
を
風
刺
し
た
詩
を
書
い

て
い
る
。
彼
が
と
く
に
嫌
悪
し
た
の
は
隠
修
士
の
放
浪
的
生
活
で
あ
り
、
念
頭
に
あ

っ
た
の
は
ロ
ベ
ー
ル
・
ダ
ル
ブ
リ
ッ
セ
ル
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ド
・
テ
ィ
ロ
ン
、
エ
テ

ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ミ
ュ
レ
な
ど
で
あ
っ
た
。
白
衣
の
修
道
士
の
偽
善
を
非
難
す
る
の

は
た
や
す
い
。
だ
が
彼
ら
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
刷
新
の
熱
意
と
勇
気
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
教
会
は
果
た
し
て
十
一
世
紀
後
半
の
共
住
修
道
制
の
危
機
を
乗
り
切
る
こ
と

が
で
き
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
し
か
し
そ
の
白
衣
の
修
道
士
も
程
な
く
十
分
の
一

税
や
バ
ナ
リ
テ
収
入
を
取
得
し
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
教
皇
す
ら
も
彼
ら
の
富
裕
化

と
貪
欲
を
懸
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
も
ま
た
慣
習
の
惰
力
に
流
さ
れ
、
こ
れ
に

抗
う
の
が
難
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
げ
に
心
は
は
や
れ
ど
も
、
肉
体
は
弱
し
」。 

 

三 

『
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
教
令
集
』
と
十
分
の
一
税 

 

十
二
世
紀
第
二
・
四
半
期
に
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
律
修
参
事
会
員
が
『
教
会
内
の
多

様
な
身
分
と
宗
教
生
活
に
つ
い
て
の
考
察
』
と
題
す
る
興
味
深
い
論
考
を
著
し
た
。

著
者
は
こ
こ
で
聖
職
者
と
修
道
士
の
身
分
的
優
劣
の
議
論
か
ら
は
離
れ
て
、
教
会
内

部
に
お
け
る
一
種
の
分
業
調
和
論
を
展
開
し
た
。
彼
は
聖
職
者
と
修
道
士
を
七
つ
の

類
型
に
分
け
て
考
察
し
、
こ
の
う
ち
在
俗
修
道
士
《m

onachi seculares

》
と
呼
ん
だ

グ
ル
ー
プ
を
除
け
ば
、
他
の
グ
ル
ー
プ
は
す
べ
て
新
旧
約
聖
書
に
よ
っ
て
そ
の
存
在

が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
著
者
は
聖
職
者
や
修
道
士
が
平
信
徒
の
身
近
に
住
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四
十
七

ん
で
い
る
の
か
離
れ
て
住
ん
で
い
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
都
会
に
居
住
し
て
い
る

の
か
農
村
に
居
住
し
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
し
考
察
し
て
い
る
。
著
者

の
主
た
る
関
心
が
都
市
化
社
会
に
適
応
し
た
修
道
士
、
聖
職
者
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

こ
れ
に
村
落
や
僻
地
に
住
む
修
道
士
、
聖
職
者
の
二
倍
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
こ
と

か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
平
信
徒
の
近
く
に
住
む
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道

士
、
寛
律
の
律
修
参
事
会
員
（
ボ
ー
ヴ
ェ
の
サ
ン
＝
カ
ン
タ
ン
、
パ
リ
の
サ
ン
＝
ヴ

ィ
ク
ト
ル
参
事
会
員
な
ど
）
が
聖
堂
内
外
に
お
け
る
民
衆
の
司
牧
の
対
価
と
し
て
十

分
の
一
税
や
祭
壇
収
入
を
受
領
す
る
の
を
み
と
め
て
い
た
こ
と
だ
。
十
二
世
紀
に
は

ク
リ
ュ
ニ
ー
と
そ
の
属
院
に
巡
礼
や
貧
者
が
引
き
も
切
ら
ず
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、

修
道
士
は
宿
泊
所
を
設
け
て
、
彼
ら
の
生
活
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
修

道
士
は
彼
ら
の
た
め
に
ミ
サ
を
捧
げ
、
福
音
を
説
き
、
説
教
す
る
。
修
道
士
が
十
分

の
一
税
や
祭
壇
収
入
で
生
計
を
立
て
る
の
は
当
然
だ
と
著
者
は
い
う
。
信
徒
の
近
く

に
住
み
、
彼
ら
を
教
導
し
た
寛
律
の
律
修
参
事
会
員
も
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
と
同

様
に
司
牧
の
見
返
り
と
し
て
、
信
徒
の
供
物
や
十
分
の
一
税
に
あ
ず
か
る
。
他
方
、

信
徒
か
ら
遠
く
離
れ
て
住
む
修
道
士
（
シ
ト
ー
会
士
な
ど
）
に
つ
い
て
は
「
他
の
身

分
の
聖
職
者
を
た
と
い
彼
ら
が
自
分
た
ち
よ
り
弱
く
て
も
見
下
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
オ
ル
デ
リ
ク
ス
の
考
え
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

シ
ト
ー
会
士
と
十
分
の
一
税
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。
僻
地
に
住

む
彼
ら
の
情
報
が
十
分
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、

都
市
化
社
会
に
適
応
し
た
修
道
士
、
律
修
参
事
会
員
に
は
、
司
牧
の
見
返
り
と
し
て

十
分
の
一
税
や
祭
壇
収
入
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
る
と
著
者
は
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。 ほ
ぼ
同
じ
頃
、
教
皇
改
革
末
期
（
一
一
四
〇
年
頃
）
に
成
立
し
た
『
グ
ラ
テ
ィ
ア

ヌ
ス
教
令
集
』（
以
下
、
教
令
集
と
略
記
）
は
、
第
二
巻
の
第
十
六
事
例causa

に
お

い
て
修
道
院
の
小
教
区
司
牧
と
十
分
の
一
税
の
所
有
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
第
十

六
事
例
は
仮
設
の
訴
訟
を
例
示
し
て
い
る
。
修
道
院
長
が
小
教
区
教
会
を
所
有
し
、

司
牧
の
た
め
に
一
人
の
修
道
士
を
派
遣
し
た
。
修
道
院
長
は
四
十
年
間
な
ん
の
妨
げ

も
な
く
当
教
会
を
所
有
し
て
い
た
が
、
受
洗
聖
堂
の
聖
職
者
が
こ
れ
に
異
議
を
申
し

立
て
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。第
十
六
事
例
の
第
一
設
問questio

は
七
部pars

に
分

か
れ
、
六
十
八
条
の
法
文
か
ら
な
る
。
修
道
士
と
十
分
の
一
税
の
関
係
は
こ
の
第
四

部
（
第
四
十
二
―
四
十
七
条
）
で
考
察
さ
れ
た
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
、
修
道
院
の

禁
域
内
で
生
活
し
、
小
教
区
司
牧
に
従
事
し
な
い
修
道
士
は
、
十
分
の
一
税
を
支
払

い
、
あ
る
い
は
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
問
い
を
発
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う

に
答
え
た
。「
も
し
も
民
衆
の
た
め
に
犠
牲
や
燔
祭
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
屋

の
中
で
主
に
奉
仕
す
る
聖
役
の
ゆ
え
に
十
分
の
一
税
が
民
衆
に
よ
っ
て
レ
ヴ
ィ
族
の

息
子
た
ち
に
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
修
道
士
は
他
の
司
祭
同
様
に
自
身
の
土
地

か
ら
十
分
の
一
税
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
購
入
に
よ
る
に

せ
よ
、
魂
の
救
済
の
た
め
に
な
さ
れ
た
寄
進
に
よ
る
に
せ
よ
、
修
道
士
の
獲
得
以
前

に
当
地
が
初
穂
や
十
分
の
一
税
を
受
洗
聖
堂
あ
る
い
は
他
の
教
会
に
支
払
っ
て
い
た

の
で
あ
れ
ば
、
何
ぴ
と
も
こ
れ
ら
の
教
会
か
ら
そ
の
権
利
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
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四
十
八

い
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
。
つ
ま
り
司
祭
修
道
士
は
、
小
教
区
司
牧
へ
の
関
与
の
有

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

無
と
は
関
係
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、
修
道
院
で
の
聖
役
奉
仕
の
ゆ
え
に
レ
ヴ
ィ
族
と
同
じ
待
遇
に
あ

ず
か
る
。
彼
ら
は
所
有
地
の
十
分
の
一
税
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
が
、
取
得
し
た
土

地
が
以
前
に
初
穂
や
十
分
の
一
税
を
支
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
修
道
士
は
引
き
続
き

そ
れ
を
旧
教
会
に
納
付
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
は
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
教
令

《N
ovum

 genus

》
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
旧
教
会
の

権
利
を
保
護
す
る
四
つ
の
法
文
（
第
四
十
二
―
四
十
五
条
）
を
収
録
し
た
。
修
道
士

は
入
手
し
た
土
地
に
付
着
し
て
い
る
旧
教
会
の
十
分
の
一
税
を
入
手
後
も
旧
教
会
の

受
洗
聖
堂
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
彼
ら
は
売
買
や
寄
進
の
権
威
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
教
会
会
議
と
、
修
道
士
は
所
有
地
の
十
分
の
一
税
を
支
払
う
必
要
は

な
い
と
定
め
た
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
の
権
威
に
よ
っ
て
十
分
の
一
税
と
初
穂
を
所
有
し

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
パ
ス
カ
リ
ス

二
世
の
有
名
な
教
勅
《D

ecim
as a populo

》
を
引
用
し
た
（
第
四
十
七
条
）。
第
六

部
（
第
五
十
五
―
六
十
四
条
）
で
は
、
十
分
の
一
税
の
管
理
権
が
司
教
に
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
法
文
が
収
録
さ
れ
、
司
教
の
同
意
《conscientia episcopi

》
が
あ
れ
ば
、

修
道
院
は
初
穂
、
十
分
の
一
税
を
所
有
で
き
る
と
し
た
。
第
七
部
（
第
六
十
五
―
六

十
八
条
）
で
は
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
か
ら
三
篇
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
一
篇
の
法
文

を
引
用
し
て
第
一
設
問
を
終
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
司
祭
に
十
分
の
一
税
を
納
付
し

な
い
者
は
神
に
た
い
し
て
罪
を
犯
す
者
で
あ
る
（
第
六
十
五
条
）。
十
分
の
一
税
は
司

祭
に
納
付
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
（
第
六
十
六
条
）、
福
音
を
つ
た
え
る
者
か
ら
生
活

の
糧
を
奪
う
者
は
断
罪
さ
れ
る
（
第
六
十
七
条
）。
そ
し
て
最
後
に
、
司
教
の
同
意
を

得
れ
ば
、
修
道
士
に
十
分
の
一
税
を
譲
渡
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
（
第
六
十
八
条
）

と
結
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
修
道
士
の
十
分
の
一
税
の
所
有
と
納
付
の
免
除
を
教
令
集

は
明
確
に
承
認
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

第
十
六
事
例
の
第
七
設
問
で
も
十
分
の
一
税
に
触
れ
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七

世
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
教
令
を
引
用
し
て
俗
人
が
十
分
の
一
税
を
所
有
す
る
の
を

禁
じ
た
法
文
（
第
一
―
三
条
）、
十
分
の
一
税
の
納
税
義
務
に
関
す
る
法
文
（
第
四
―

八
条
）
な
ど
を
収
録
し
た
後
で
、
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
俗
人
が
不
当
に

、
、
、
所
有
し
て
い
た
十
分
の
一
税
を
、
修
道
士
は
司
教
の
同
意
を
得
て

受
け
取
り
、し
か
も
そ
れ
を
永
続
的
な
安
定
性
を
も
っ
て
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
第
三
十
八
条
）。か
く
て
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
尽
く
し
て
修
道
士
が
俗
人
十
分
の
一

税
を
回
収
す
る
こ
と
が
こ
こ
に
正
当
化
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
な
お
グ
ラ
テ
ィ
ア

ヌ
ス
は
、
第
十
三
事
例
の
第
一
設
問
に
お
い
て
、
戦
禍
を
避
け
る
た
め
に
他
の
小
教

区
に
移
住
し
た
農
民
の
ケ
ー
ス
を
仮
設
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
は
移
住

先
の
小
教
区
の
教
会
に
墓
地
を
確
保
し
な
が
ら
も
、
今
な
お
旧
小
教
区
に
あ
る
農
地

を
耕
作
し
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
農
民
は
彼
が
日
常
生
活
で
秘
跡
に
あ
ず
か

る
教
会
で
は
な
く
て
、
旧
耕
地
《predia antiqua

》
が
あ
る
小
教
区
の
教
会
に
十
分

の
一
税
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。

「
十
分
の
一
税
を
受
け
取
る
権
利
に
つ
い
て
言
え
ば
、
土
地
の
所
有
者
が
、
あ
る
小

教
区
か
ら
別
の
小
教
区
に
移
住
し
よ
う
が
、
十
分
の
一
税
の
所
有
権
が
、
あ
る
小
教
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四
十
九

区
民
か
ら
別
の
小
教
区
民
に
移
ろ
う
が
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し
て
グ
ラ
テ

ィ
ア
ヌ
ス
は
十
分
の
一
税
の
納
付
先
の
混
乱
を
避
け
、
受
洗
聖
堂
の
経
済
的
安
定
を

保
障
し
た
と
い
え
よ
う
。 

  

四 

十
分
の
一
税
を
め
ぐ
る
新
旧
修
道
制
の
争
い 

  

修
道
院
に
よ
る
十
分
の
一
税
の
所
有
は
新
た
な
問
題
を
惹
き
起
こ
し
た
。
十
分
の

一
税
の
収
受
を
め
ぐ
る
新
旧
修
道
制
の
争
い
が
こ
れ
で
あ
る
。
一
地
方
の
修
道
院
の

争
い
が
教
団
ト
ッ
プ
の
介
入
を
ま
ね
き
、
つ
い
に
は
教
皇
権
が
仲
裁
に
乗
り
出
し
た

象
徴
的
な
ケ
ー
ス
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ニ
ーG

igny

修
道
院
と
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル

Le M
iroir

修
道
院
の
長
い
争
訟
が
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
Ｇ
・
コ
ン
ス
タ

ブ
ル
の
研
究
を
手
掛
り
に
両
修
道
院
の
紛
争
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

新
旧
修
道
制
の
争
訟
を
通
し
て
十
分
の
一
税
を
め
ぐ
る
教
皇
政
策
が
修
正
を
せ
ま
ら

れ
、
新
た
な
展
開
を
と
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
に
あ
る
ジ
ニ
ー
と
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
の
両
修
道
院
は
、
そ
れ

ぞ
れ
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
シ
ト
ー
の
属
院
で
あ
る
。
ジ
ニ
ー
は
マ
コ
ン
東
北
東
五
十
キ
ロ

に
あ
り
、
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
は
ジ
ニ
ー
の
北
西
十
三
キ
ロ
に
あ
る
。
ジ
ニ
ー
は
初
代

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
ベ
ル
ノ
ン
に
よ
っ
て
八
九
四
年
に
設
立
さ
れ
た
。
独
立
の
修

道
院
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
た
ジ
ニ
ー
は
、
一
〇
七
六
年
十
二
月
に
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
ユ
ー
グ
に
譲
渡
さ
れ
、
ク
リ
ュ
ニ
ー

に
併
合
さ
れ
た
。
他
方
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
は
一
一
三
一
年
九
月
五
日
に
シ
ト
ー
の
十

一
番
目
の
娘
院
と
し
て
創
建
さ
れ
た
歴
史
の
浅
い
修
道
院
で
あ
る
。
両
院
は
ジ
ュ
ラ

丘
陵
地
帯
に
あ
り
、
と
も
に
リ
ヨ
ン
教
区
に
属
し
て
い
た
。
争
い
の
発
端
は
、
ジ
ニ

ー
か
ら
僅
か
数
マ
イ
ル
の
所
に
設
立
さ
れ
た
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
が
ジ
ニ
ー
に
属
し
て

い
た
小
教
区
を
所
有
す
る
や
い
な
や
、
小
教
区
の
農
地
が
負
担
し
て
い
た
十
分
の
一

税
が
ジ
ニ
ー
に
支
払
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
設
立
の

翌
年
（
一
一
三
二
年
二
月
）
に
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
は
「
み
ず
か
ら
の
労

力
と
費
用
に
よ
っ
て
」《propriis m

anibus et sum
ptibus

》
造
成
し
た
農
地
に
た
い
し

て
は
十
分
の
一
税
の
納
付
を
免
除
す
る
旨
の
特
許
状
を
シ
ト
ー
会
士
に
交
付
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
新
教
団
に
好
意
的
な
同
教
皇
は
十
分
の
一
税
の
支
払
い
を
要
求
し

つ
づ
け
た
ジ
ニ
ー
を
非
難
し
、
同
院
に
聖
務
禁
止
を
宣
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ク

リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
ピ
エ
ー
ル
は
ジ
ニ
ー
を
擁
護
し
て
、
教
皇
に
再
考
を
促
す
書
簡

を
お
く
っ
た
。「
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
修
道
院
長
（
＝
ベ
ル
ナ
ー
ル
）
が
証
人
で
す
が
、
私

自
身
シ
ト
ー
修
道
士
に
幾
つ
か
の
場
所
の
十
分
の
一
税
を
与
え
た
の
で
す
。
し
か
し

す
で
に
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
我
々
の
周
囲
の
至
る
と
こ
ろ
で
シ
ト
ー
修
道
士
や
他
の

修
道
士
が
所
有
す
る
土
地
は
莫
大
な
も
の
で
す
か
ら
、
も
し
も
我
々
が
す
べ
て
の
修

道
士
に
十
分
の
一
税
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
収
入
の
殆
ど
十
分
の
一
を
失
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
手
短
に
い
え
ば
、
我
々
の
多
く
の
修
道
院
が
他
の
修
道
院

に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
状
態
は
、
一
な
い
し
二
リ
ー
グ
以
内
に
（
＝
約
十
キ
ロ
以
内

に
）、一
つ
の
旧
修
道
院
が
五
つ
な
い
し
七
つ
の
新
修
道
院
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
て
い
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五
十

る
と
い
っ
た
有
様
な
の
で
す
」。シ
ト
ー
会
の
驚
異
的
な
発
展
を
述
べ
た
あ
と
で
さ
ら

に
続
け
る
。「
我
々
の
小
教
区
に
お
い
て
我
々
の
承
認
を
得
て
、
あ
る
い
は
承
認
を
得

な
い
で
教
会
法
に
反
し
て
建
設
さ
れ
た
修
道
院
は
、
す
で
に
我
々
の
小
教
区
民
の
大

部
分
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
も
し
も
十
分
の
一
税
が
す
べ
て
の
修
道
院
に
譲
渡
さ

れ
た
な
ら
ば
、
我
が
修
道
士
は
そ
の
数
を
減
ら
す
か
、
あ
る
い
は
若
干
の
修
道
院
で

は
土
地
と
家
屋
を
同
時
に
失
う
羽
目
に
陥
る
で
し
ょ
う
」と
。ピ
エ
ー
ル
は
シ
ト
ー
、

ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
の
各
修
道
院
長
に
も
手
紙
を
書
い
て
、
十
分
の
一

税
を
シ
ト
ー
会
士
に
全
面
的
に
免
除
す
る
の
は
、
シ
ト
ー
会
士
と
他
の
修
道
士
と
の

良
好
な
関
係
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
尚
書
院

長
ハ
イ
メ
リ
ク
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
ピ
エ
ー
ル
は
、
教
皇
が
「
召
喚
も
審
理

も
な
し
に
」《absque vocatione absque audientia
》
ジ
ニ
ー
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士

を
破
門
し
、
聖
務
禁
止
を
敷
い
た
こ
と
に
憂
慮
を
表
明
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士

は
一
一
三
〇
年
の
シ
ス
マ
の
と
き
に
同
院
の
元
修
道
士
ペ
ト
ル
ス
・
ピ
エ
ル
レ
オ
ー

ニ
（
＝
ア
ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス
二
世
）
で
は
な
く
て
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
を
支
持

し
、
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
同
教
皇
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
温
か
く
迎
え
た
だ
け
で
は
な

い
。
同
教
皇
は
み
ず
か
ら
の
手
で
第
三
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
新
聖
堂
を
聖
別
し
た
の
で
あ

る
（
一
一
三
〇
年
十
月
二
十
五
日
）。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
が
自
身
で
支
持
し
た
教
皇

に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
、
聖
務
禁
止
を
宣
告
さ
れ
よ
う
と
は
、
い
っ
た
い
誰
が
予
想
し

得
た
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
を
迫
害
し

つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
敵
は
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
を
嘲
笑
し
て
言

う
で
あ
ろ
う
。「
見
よ
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
よ
、
み
ず
か
ら
の
修
道
士
を
見
捨
て
て

あ
な
た
方
が
選
ん
だ
教
皇
を
受
け
入
れ
る
が
よ
か
ろ
う
」
と
。
こ
の
感
情
的
な
書
簡

は
シ
ス
マ
の
さ
な
か
に
書
か
れ
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
は
、
教
皇
庁
の
実

力
者
で
あ
る
ハ
イ
メ
リ
ク
ス
の
情
に
訴
え
て
、
十
分
の
一
税
問
題
の
善
処
を
教
皇
に

期
待
し
た
の
で
あ
る
。
紛
争
の
第
一
期
（
一
一
三
二
―
三
七
年
）
の
結
末
に
つ
い
て

の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
と
ハ
イ
メ
リ
ク
ス

の
親
シ
ト
ー
的
な
態
度
か
ら
判
断
し
て
、
教
皇
庁
の
決
定
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
は
じ
め

旧
修
道
制
側
に
有
利
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

 

十
二
世
紀
前
半
に
は
、
新
修
道
制
に
よ
る
教
会
設
立
を
規
制
す
る
権
利
が
旧
修
道

制
側
に
認
め
ら
れ
た
例
は
殆
ど
な
か
っ
た
が
、
野
放
図
な
教
会
設
立
の
弊
害
と
紛
争

の
深
刻
さ
を
教
皇
も
次
第
に
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
第
一
期
の
紛
争
終
了
か

ら
数
年
後
に
、
教
皇
ル
キ
ウ
ス
二
世
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
既
存
の
権
利
と
十
分
の
一
税

を
保
護
す
る
た
め
に
、領
内
の
教
会
新
設
の
認
可
権
を
同
院
に
た
い
し
て
承
認
し
た
。

「
何
ぴ
と
も
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
の
許
可
な
し
に
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
の
権
利

に
属
す
る
小
教
区
内
に
教
会
、
礼
拝
堂
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
す
べ
て
に
お
い
て
使
徒
座
の
権
威
は
こ
れ
を
留
保
す
る
」
と
。
教
皇
は
同
時
に
ガ

リ
ア
の
司
教
に
も
教
令
の
遵
守
を
通
達
し
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
旧
教
会
は
新
教
会
の
た
め
に
裁
判
益
金
や
十
分
の
一
税
を
失
っ
て
は
な

ら
ず
、
こ
れ
ら
は
つ
ね
に
旧
教
会
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
エ
ウ
ゲ

ニ
ウ
ス
三
世
も
ほ
ぼ
同
様
の
特
権
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
与
え
て
お
り
、
十
二
世
紀
半
ば
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五
十
一

に
な
る
と
十
分
の
一
税
の
帰
属
問
題
に
関
す
る
教
皇
庁
の
態
度
に
は
重
大
な
変
化
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 
紛
争
の
第
二
期
は
一
一
五
一
年
秋
か
ら
翌
年
の
冬
に
か
け
て
始
ま
っ
た
。
教
皇
が

ク
リ
ュ
ニ
ー
に
与
え
た
特
権
を
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
が
無
視
し
つ
づ
け
た
こ
と
に
業
を

煮
や
し
た
ジ
ニ
ー
は
実
力
行
使
に
で
た
。
ジ
ニ
ー
修
道
士
は
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
を
襲

っ
て
修
道
院
の
殆
ど
す
べ
て
を
破
壊
し
た
あ
と
で
火
を
放
ち
、修
道
士
を
追
放
し
た
。

ベ
ル
ナ
ー
ル
が
紛
争
に
直
接
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
事
件
の
発
生
直

後
と
思
わ
れ
る
。
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
に
事
件
の
詳
細
を
報
告
し
、
教
皇
の
干
渉
を

要
請
し
た
。
教
皇
は
一
一
五
二
年
三
月
五
日
付
け
の
リ
ヨ
ン
大
司
教
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ

ス
宛
書
簡
に
お
い
て
、
ジ
ニ
ー
修
道
士
が
そ
の
暴
力
行
為
に
た
い
し
て
二
十
日
以
内

に
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
に
与
え
た
損
害
を
弁
償
し
な
い
と
き
に
は
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
大
司

教
と
共
同
で
ジ
ニ
ー
修
道
士
に
破
門
と
聖
務
禁
止
の
制
裁
を
科
す
よ
う
に
通
告
し
た
。

そ
の
直
後
に（
三
月
十
四
日
）教
皇
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
に
も
書
状
を
お
く
り
、

同
院
長
と
修
道
士
は
、
暴
力
行
為
に
た
い
す
る
償
い
を
ジ
ニ
ー
が
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル

に
誠
実
に
果
た
し
た
か
ど
う
か
を
見
届
け
る
よ
う
に
命
じ
た
。
ピ
エ
ー
ル
が
ベ
ル
ナ

ー
ル
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
会
見
し
た
の
は
こ
の
直
後
ら
し
い
。
し
か
し
ジ
ニ
ー
修
道
士

は
言
い
逃
れ
て
責
任
を
回
避
し
た
た
め
に
、
ピ
エ
ー
ル
は
み
ず
か
ら
の
判
断
で
シ
ト

ー
会
士
の
要
求
を
容
れ
て
一
万
七
千
ス
ー
の
巨
額
な
賠
償
金
を
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
ジ
ニ
ー
と
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
の
紛
争
は
こ
れ
で
決
着
が
つ
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
。 

 

一
一
五
三
年
は
本
紛
争
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
。
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三

世
が
同
年
七
月
八
日
に
、
そ
の
跡
を
追
う
よ
う
に
ベ
ル
ナ
ー
ル
も
八
月
二
十
日
に
世

を
去
っ
た
。
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
は
相
次
い
で
二
人
の
有
力
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
と
前
後
し
て
リ
ヨ
ン
大
司
教
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
退
位
し
て
カ
ル
ト
ゥ

ジ
オ
会
に
隠
棲
し
、
後
任
の
リ
ヨ
ン
大
司
教
に
は
ピ
エ
ー
ル
の
兄
弟
ヘ
ラ
ク
リ
ウ

ス
・
ド
・
モ
ン
ボ
ワ
シ
エ
が
就
任
し
た
。
ジ
ニ
ー
で
は
強
硬
派
の
院
長
ギ
ヨ
ー
ム
が

更
迭
さ
れ
て
ギ
ー
・
ド
・
モ
ネ
が
院
長
に
選
出
さ
れ
た
。
他
方
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
修

道
院
長
に
も
ピ
エ
ー
ル
の
親
族
に
あ
た
る
人
物
が
就
任
し
た
。
か
く
て
争
訟
は
モ
ン

ボ
ワ
シ
エ
一
族
の
内
紛
の
観
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
の
後
継
者

ア
ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
四
世
は
二
十
五
年
間
サ
ビ
ー
ナ
の
司
教
枢
機

を
つ
と
め
た
老

練
な
政
治
家
で
あ
り
、
教
皇
は
一
一
五
四
年
春
に
訴
訟
の
審
理
を
ロ
ー
マ
で
開
始
し

た
。
ア
ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
は
同
年
十
二
月
に
死
去
し
た
が
、
紛
争
は
、
後
任
の
教
皇
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
の
下
で
一
一
五
五
年
三
月
五
日
に
リ
ヨ
ン
大
司
教
ヘ
ラ
ク
リ
ウ
ス

と
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
司
教
ヘ
ン
リ
ー
の
協
力
を
得
て
最
終
的
な
解
決
を
み
た
。

ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
修
道
士
は
、
ピ
エ
ー
ル
が
同
院
に
支
払
っ
た
賠
償
金
一
万
七
千
ス

ー
の
う
ち
一
万
一
千
ス
ー
を
返
還
し
、
ジ
ニ
ー
が
要
求
し
て
い
た
十
分
の
一
税
に
た

い
し
て
は
、
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
が
毎
年
七
十
ス
ー
を
そ
の
代
償
と
し
て
支
払
う
こ
と

に
な
っ
た
。
ジ
ニ
ー
と
ル
・
ミ
ロ
ワ
ー
ル
の
あ
い
だ
で
解
決
で
き
な
い
問
題
に
つ
い

て
は
、
今
後
ヘ
ラ
ク
リ
ウ
ス
と
ヘ
ン
リ
ー
に
そ
の
解
決
を
付
託
す
る
取
り
決
め
が
な

さ
れ
た
。
こ
う
し
て
長
い
紛
争
は
、
十
分
の
一
税
に
た
い
す
る
旧
教
会
の
権
利
を
確
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五
十
二

認
し
て
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
こ
そ
は
免
税
特
権
の
際
限
な

き
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
た
転
換
期
の
教
皇
で
あ
っ
た
。 

  

五 

改
革
と
慣
習
の
は
ざ
ま
で 

  

教
皇
改
革
期
に
は
俗
人
十
分
の
一
税
の
教
会
へ
の
返
還
が
相
次
い
だ
。
マ
コ
ン
の

サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
証
書
集
に
は
二
十
七
通
の
返
還
証
書
が
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
う
ち
三
分
の
二
は
無
償
の
返
還
で
あ
る
。
教
皇
改
革
の
理
念
に
共
鳴
し

た
領
主
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。三
分
の
一
は
有
償
の
返
還
で
あ
り
、

言
う
な
れ
ば
十
分
の
一
税
の
売
却
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
の
買
取
り
は
十
二
世
紀
に

増
加
し
、
こ
れ
に
投
入
さ
れ
た
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
の
費
用
は
三
千
三
百
ス
ー

の
巨
額
に
達
し
た
。
買
取
り
の
う
ち
で
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
授
封
な
い
し

再
授
封
さ
れ
て
い
た
十
分
の
一
税
の
購
入
で
あ
る
。
一
例
を
示
そ
う
。
サ
ン
＝
ヴ
ァ

ン
サ
ン
教
会
は
近
郊
の
サ
ン
＝
タ
ム
ー
ル
小
教
区
教
会
の
十
分
の
一
税
を
二
名
の
家

臣
に
授
封
《in feodo

》
し
て
い
た
が
、
両
名
は
そ
れ
を
さ
ら
に
八
名
の
騎
士
に
再
授

封
し
て
い
た
。
こ
の
十
分
の
一
税
を
買
い
取
る
た
め
に
サ
ン
＝
ヴ
ァ
ン
サ
ン
教
会
は

二
名
の
封
臣
に
二
百
五
十
ス
ー
、
八
名
の
陪
臣
に
四
百
二
十
六
ス
ー
、
総
額
六
百
七

十
六
ス
ー
を
支
払
っ
て
い
る
。
十
分
の
一
税
の
収
益
性
と
細
分
化
の
ゆ
え
に
俗
人
十

分
の
一
税
の
回
収
は
し
ば
し
ば
困
難
を
と
も
な
っ
た
。
教
会
や
十
分
の
一
税
の
分
割

寄
進
（
二
分
の
一
、
三
分
の
一
、
四
分
の
一
、
八
分
の
一
な
ど
）
の
例
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。
た
と
え
ば
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
二
人
の
兄
弟
が
小
教
区
教
会
を
司
祭

収
入
と
一
緒
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
寄
進
し
た
が
、
兄
弟
は
誓
約
の
あ
と
で
次
の
よ
う
に

い
う
。「
さ
ら
に
幾
人
か
の
家
臣
が
当
教
会
に
属
す
る
十
分
の
一
税
を
我
々
か
ら
授
封

さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
も
彼
ら
の
う
ち
の
誰
か
が
お
の
れ
の
分
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
譲

渡
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
我
々
は
こ
れ
に
同
意
す
る
」
と
。
ま
た
あ
る
領
主
の
妻
は

良
馬
一
頭
と
百
ス
ー
相
当
の
毛
皮
を
受
け
取
っ
て
、
小
教
区
教
会
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に

返
還
し
た
。
同
教
会
に
は
十
分
の
一
税
の
三
分
の
一
と
「
私
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
司

祭
収
入
（
！
）
の
三
分
の
一
、
す
な
わ
ち
五
ス
ー
相
当
」
が
付
属
し
て
い
た
。
だ
が

彼
女
の
死
後
、
女
婿
が
こ
の
譲
渡
（
＝
売
却
）
に
異
議
を
と
な
え
た
。
や
む
な
く
ク

リ
ュ
ニ
ー
は
さ
ら
に
百
ス
ー
を
上
積
み
し
て
、
教
会
と
そ
れ
に
付
属
す
る
す
べ
て
の

権
利
（
初
穂
、
十
分
の
一
税
、
埋
葬
料
、
墓
地
税
、
司
祭
収
入
）
を
買
い
取
っ
た
の

で
あ
る
。
教
会
寄
進
の
際
に
十
分
の
一
税
を
除
外
し
た
ケ
ー
ス
も
ま
ゝ
見
受
け
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
領
主
は
小
教
区
教
会
を
そ
の
付
属
物
件
と
共
に
寄
進
し
て
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
士
の
善
業
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、「
彼
の
騎
士
た
ち
が
今
日

ま
で
保
有
し
て
い
る
十
分
の
一
税
を
除
く
」
と
断
っ
て
い
る
。
ま
た
別
の
領
主
は
小

教
区
教
会
を
譲
渡
し
た
と
き
に
「
十
分
の
一
税
を
除
い
て
」《preter decim

a

》
寄
進

し
た
。
も
ち
ろ
ん
教
会
が
十
分
の
一
税
と
一
緒
に
寄
進
さ
れ
る
方
が
普
通
で
あ
っ
た

が
、
す
で
に
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
教
会
の
中
に
は
十
分
の
一
税
を

所
有
し
な
い
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

Ｃ
・
Ｅ
・
ボ
イ
ド
は
、
教
皇
改
革
末
期
に
作
成
さ
れ
た
ジ
ェ
ー
ノ
ヴ
ァ
大
司
教
区
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五
十
三

の
十
分
の
一
税
の
所
有
目
録
（
一
一
四
三
年
頃
作
成
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は

二
十
八
小
教
区
の
う
ち
二
十
一
小
教
区
に
つ
い
て
の
報
告
書
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て

興
味
深
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
目
録
に
よ
れ
ば
、
リ
グ
ー
リ
ア
州
で
は
す
で
に

十
分
の
一
税
の
四
分
法
が
確
立
し
て
い
た
。
受
洗
聖
堂
が
十
分
の
一
税
の
全
部
を
受

け
取
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
一
件
、
四
分
の
一
《quarterium

》
を
受
領
し
て
い
る
ケ
ー

ス
が
十
四
件
、quarterium

を
大
司
教
と
分
有
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
一
件
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
受
洗
聖
堂
の
取
り
分
が
保
証
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
十
六
件
に
達
し
、
調

査
件
数
の
四
分
の
三
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
受
洗
聖
堂
の
地
位
と
収
入
が
十
二
世
紀
半

ば
に
は
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
他
方
、quarterium

以
外
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
大
司
教
、
聖
堂
参
事
会
の
若
干
の
取
り
分
を
除
け
ば
、
そ
の
大
半
が
俗

人
の
所
有
下
に
あ
っ
た
。
俗
人
が
十
分
の
一
税
の
す
べ
て
を
所
有
す
る
ケ
ー
ス
が
三

件
、
四
分
の
三
が
十
一
件
、
四
分
の
一
以
上
が
六
件
を
か
ぞ
え
る
。
ま
た
大
司
教
か

ら
十
分
の
一
税
を
受
封
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
二
件
あ
る
。
つ
ま
り
二
十
一
小
教
区
の

う
ち
俗
人
が
十
分
の
一
税
を
全
く
所
有
し
て
い
な
い
小
教
区
は
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
俗

人
十
分
の
一
税
は
教
皇
改
革
に
よ
っ
て
も
殆
ど
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
私
有
教
会
領
主
権
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
、
聖
界
領
主
の
授
封
に
よ
る
も
の

で
あ
れ
、
改
革
以
前
の
慣
習
は
根
強
く
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
俗
人
領
主

が
開
墾
に
よ
っ
て
造
成
し
た
村
落
に
は
十
分
の
一
税
が
課
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、

十
分
の
一
税
は
こ
う
し
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
。ヴ
ィ
ア
ー
ル
の
い
う「
自

生
的
十
分
の
一
税
」《dîm

es allodiales

》
が
こ
れ
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
が
も
は
や

秘
跡
授
与
の
対
価
で
は
な
く
、
単
な
る
世
俗
税
に
変
質
し
た
こ
と
を
、
こ
の
自
生
的

十
分
の
一
税
ほ
ど
雄
弁
に
物
語
る
も
の
は
な
い
。
十
二
世
紀
の
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
は

俗
人
十
分
の
一
税
の
排
斥
を
繰
り
返
し
布
告
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
遡
る
慣
習

の
根
絶
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

修
道
院
十
分
の
一
税
が
教
皇
権
そ
し
て
教
令
集
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
の
は
教

皇
改
革
期
で
あ
っ
た
。『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
十
分
の

一
税
の
所
有
に
反
対
し
た
の
は
、
シ
ト
ー
に
代
表
さ
れ
る
新
修
道
制
で
あ
る
。
し
か

し
シ
ト
ー
会
士
も
修
道
院
設
立
か
ら
半
世
紀
も
た
た
な
い
う
ち
に
十
分
の
一
税
や
バ

ナ
リ
テ
収
入
を
取
得
し
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
以
後
、
修
道

院
へ
の
寄
進
に
は
司
教
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
十
分
な
規
制
力

を
も
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
一
一
三
一
年
九
月
に

ク
レ
ル
モ
ン
司
教
ア
イ
メ
リ
ク
ス
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
交
付
し
た
特
許
状
は
「
司
教
の

承
認
な
し
に
」《absque episcopi concessione

》
教
区
内
の
十
分
の
一
税
を
取
得
す

る
権
利
を
同
修
道
院
に
容
認
し
た
。
修
道
院
は
権
利
譲
渡
、
売
買
、
死
質
契
約
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
し
て
十
分
の
一
税
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
十
二
世
紀
半
ば

に
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
の
み
な
ら
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
律
修
参
事
会
員
、
プ
レ

モ
ン
ト
レ
会
士
、
シ
ト
ー
会
士
に
お
い
て
も
、
十
分
の
一
税
と
祭
壇
収
入
は
教
団
収

入
の
重
要
部
分
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
。 

 

さ
ら
に
修
道
院
に
は
十
分
の
一
税
の
納
付
を
免
除
す
る
特
権
が
与
え
ら
れ
、
一
一

三
〇
年
代
に
教
皇
は
シ
ト
ー
会
、
プ
レ
モ
ン
ト
レ
会
な
ど
の
新
興
教
団
に
た
い
し
て
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五
十
四

気
前
よ
く
こ
の
特
権
を
与
え
た
。
し
か
し
新
修
道
制
が
旧
修
道
制
の
既
得
権
を
侵
害

し
、
両
者
間
の
争
訟
が
続
発
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
教
皇
権
は
こ
れ
ま
で
新
修
道
制

に
与
え
て
き
た
特
権
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
。
実
は
こ
う
し
た
動
き
が
始
ま
る
の
は

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。
サ
ン
＝
ジ
ャ
ン
・
デ
・
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
修
道

院
（
ソ
ワ
ソ
ン
教
区
）
に
宛
て
た
特
許
状
の
中
で
教
皇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
あ

な
た
方
に
十
分
の
一
税
が
支
払
わ
れ
て
い
た
土
地
が
た
と
い
第
三
者
の
手
に
渡
っ
た

と
し
て
も
、
当
地
の
十
分
の
一
税
は
あ
な
た
方
に
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
み
ず

か
ら
の
労
力
と
費
用
に
よ
っ
て
耕
作
し
た
あ
な
た
方
の
新
開
地

、
、
、
、
、
、
、
、
か
ら
は
何
ぴ
と
も
十

分
の
一
税
を
要
求
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
。
旧
修
道
院
の
既
得
権
の
尊
重
と
並
ん
で
新

開
地
《novale

》
に
限
っ
て
十
分
の
一
税
を
免
除
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
さ
ら
に
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ー
ホ
聖
堂
参
事
会
（
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
教
区
）
に
交
付
さ
れ

た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
特
許
状
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ー
ホ
参
事
会
の
新
開

地
の
十
分
の
一
税
は
当
参
事
会
に
属
す
る
。
た
だ
し
近
隣
教
会
の
権
利
を
侵
し
て
は

な
ら
ぬ
」
と
。
同
趣
旨
の
特
許
状
は
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
も
発
給
し
て
い
る
が
、
ウ
ル

バ
ヌ
ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
に
は
、
特
定
の
修
道
院
、
聖
堂
参
事
会
に
限
っ

て
こ
の
種
の
特
許
状
が
散
発
的
に
発
給
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
が

特
許
状
に
用
い
た
フ
レ
ー
ズ
《Sane novalium

》
が
修
道
院
免
税
地
の
拡
大
を
阻
止

す
る
た
め
に
教
皇
政
策
の
一
環
と
し
て
大
々
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
（
一
一
五
四
―
五
九
年
）
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
慣
習
の
根
深
さ
を
示
す
例
と
し
て
聖
式
謝
礼
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
洗
礼
、
婚
姻
、
妊
婦
祝
別
、
聖
別
、
塗
油
、
埋
葬
な
ど
に
際
し
て

司
祭
が
受
け
取
る
謝
礼
で
あ
る
。
聖
式
謝
礼
を
良
俗
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
シ
モ

ニ
ア
の
一
種
と
み
な
し
て
こ
れ
を
斥
け
る
の
か
、
教
会
に
も
ま
だ
定
ま
っ
た
指
針
が

な
か
っ
た
。
改
革
教
皇
権
は
そ
の
潔
癖
性
か
ら
秘
跡
や
準
秘
跡
の
対
価
と
し
て
の
金

品
の
受
領
を
シ
モ
ニ
ア
異
端
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
聖

式
謝
礼
は
、
司
祭
に
と
り
重
要
な
収
入
源
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
小
教
区
民
に
と

っ
て
は
司
祭
と
の
精
神
的
な
絆
を
強
化
し
、
日
常
の
司
牧
に
た
い
す
る
謝
意
を
表
す

ま
た
と
な
い
機
会
で
も
あ
っ
た
。
第
二
、
第
三
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
は
教
皇
改
革
の
理

念
に
沿
っ
て
聖
式
謝
礼
を
禁
止
し
た
が
、
小
教
区
民
の
あ
い
だ
に
深
く
根
を
張
っ
た

「
悪
習
」
を
廃
絶
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
。
慣
習
は
、
そ
れ
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
公
正
な
も
の
と

な
る
。
第
二
、
第
三
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
カ
ノ
ン
は
社
会
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ

と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
り
、
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
（
一
二
一
五
年
）
は
、

カ
ノ
ン
第
六
十
六
条
に
お
い
て
聖
式
謝
礼
は
「
称
賛
す
べ
き
慣
習
」
《laudabilis 

consuetudo

》
で
あ
る
と
し
て
、
最
終
的
に
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。 

  

省
略
記
号
表
（『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
』
第
三
十
七
巻
第
二
号
〈
二
〇
〇
七

年
〉
二
一
頁
の
追
加
） 

CD
AC
 
 

Chartes et docum
ents concernant l'abbaye de Cîteaux (1098-1182),  

éd. J. M
arilier, Rom

a 1961. 

（
110
） 

（
111
）

（
109
） 

（
112
）

（
113
）
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五
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五

Bull.C
 

  
Bullarium

 Sacri O
rdinis Cluniacensis, éd. P. Sim

on, Lyon 1680.  

LPV
 
 

  The Letters of Peter the Venerable, ed.G. Constable, 2 vols. Cam
brid- 

          ge, M
assachusetts 1967. 

M
G

H
 LL
 

M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica, Libelli de Lite Im

peratorum
 et 

Pontificum
. 

O
V
 
 
 

 The Ecclesiastical H
istory of O

rderic Vitalis, ed. and trsl. M
.Chibna- 

ll, 6 vols. O
xford 1969-80. 

RCAC     Recueil des chartes de l'abbaye de Clairvaux au XII e siècle, éd. J. W
- 

aquet, J. -M
. Roger, J. Veyssière, Paris 2004. 

RG
       D

as Register G
regors VII. hg. E. Caspar, 2 Bde. Berlin 21955(1920- 

23). 

SBO
      Sancti Bernardi O

pera, ed. J. Leclercq et H
. M

. Rochais, 8 vols. Ro- 

m
a 1957-77. 

  

注 （
１
）
関
口
武
彦
「
十
分
の
一
税
の
確
立
と
そ
の
展
開
」『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科

学
』
第
三
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
頁
。G. Constable, “Resistance 

to Tithes in the M
iddle A

ges”, The Journal of Ecclesiastical H
istory 

13(1962),172-85. 
（
２
）‘Sigifrido, archiepiscopo M

aguntino, scribit, non esse christianum
, qui- 

cunque suarum
 rerum

 D
eo eiusque sacerdotibus decim

as, quae sibi pro 

baptism
atis exhibitione iure com

petant, annuatim
 noluerit reddere’. JL, 

nº 4577. 

（
３
）‘D

ignum
 est enim

 ut ab eis m
etantur carnalia quibus spiritualia 

 sem
inantur. ’:PL, t. 163, cols. 333-34; JL, nº 6360(13 D

ec.1113).  

（
４
） G.W

. G
reenaw

ay, Arnold of Brescia. Cam
bridge 1931, 167. 

（
５
） 

関
口
、
前
掲
論
文
。 

（
６
） 

関
口
、
同
前
、
一
〇
―
一
二
頁
。 

（
７
） O

V,vol. III, 170-207, 246-65.  

（
８
） J.- F. Lem

arignier, Le gouvernem
ent royal aux prem

iers tem
ps capétiens 

      (987-1108). Paris 1965, 124-25, 131-32.  

（
９
） O

V, Vol. III, 190-91.  

（
10
）‘sic scola sit viventium

, et refugium
 m

orientium
.’: ibid., 206.  

（
11
）‘quorum

 precibus m
eritisque juvaretur in extrem

o exam
ine’: ibid., 246.  

（
12
）Ibid., 124-25.  

（
13
）M

ansi, t. 19, co1. 742, can. 3; H
L, IV-2, 1023.  

（
14
）Ibid. , col. 849.  

（
15
）Ibid., col. 898. cf. R. Schieffer, D

ie Entstehung des päpstlichen Invest- 

iturverbots für den deutschen König.Stuttgart 1981,220-22.  
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五
十
六

（
16
） M

ansi, t. 19, col. 928.  
（
17
） ‘ut

…de decim
is, quarta pars ei reddatur ad opus presbyterorum

 et cler- 

 icorum
’ : ibid. ,col. 1071.  

（
18
） ‘D

ecim
as, quas in usum

 pietatis concessas esse canonica auctoritas de- 

 m
onstrat, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibem

us. Sive en- 

im
 ab episcopis vel regibus vel quibuslibet personis eas accaeperint, n- 

isi ecclesiae reddiderint, sciant se sacrilegii crim
en com

m
ittere, et aete- 

rnae dam
pnationis periculum

 incurrere.’ : RG
, V

I, 5b, 404-05; M
ansi, t. 

20, col. 510. cf. CIC, c. xvi, q. vii, c. 1(I, col. 800).

吉
田
道
也
「
十
分
の 

一
税
権
者
」『
法
政
研
究
』
第
二
十
巻
第
二
・
三
・
四
合
併
号
（
一
九
五 

三
年
）
四
一
一
頁
。 

（
19
） ‘U

t om
nis christianus procuret ad m

issarum
 sollem

nia aliquid D
eo of- 

        ferre et duci ad m
em

oriam
, quod D

eus per M
oysen dixit : " N

on app- 

 arebit in conspectu m
eo vacuus. " Etenim

 in collectis sanctorum
 patr- 

 um
 liquido apparet, quod om

nes christiani offerre aliquid D
eo ex usu 

sanctorum
 patrum

 debent.’: RG
, V

I, 5b, 406.  

（
20
） ‘Scim

us quidem
 laicis ecclesias non com

petere : sed ubi illae ex toto a- 

        uferri non possint, saltem
 oblationes M

issarum
 aut altarium

, seu prim
- 

itias, laicis om
nino prohibem

us.’: M
ansi, t. 20, co1. 520. 

Ｕ
・
シ
ュ
ト
ゥ

ッ
ツ
（
増
淵
静
四
郎
・
淵
倫
彦
訳
）『
私
有
教
会
・
教
会
法
史
』
創
文
社
、

一
九
七
二
年
、
五
二
―
五
三
頁
。 

（
21
） ‘N

ullus laicus in redditibus altaris, vel in sepultura, vel in tertia parte de- 

        cim
ae aliquid habeat, nec pecuniam

 pro horum
 venditione vel donatio- 

ne aliquatenus habeat.’: M
ansi, t.20, col. 556:O

V, vol. III, 28. 

リ
ル
ボ

ン
ヌ
教
会
会
議
の
教
令
は
社
会
の
刷
新
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、

聖
俗
バ
ロ
ン
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
と
彼
の
父
の
下
で
享
受
し
て
い
た
諸

権
利
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
ヘ
ン
リ
ー
二
世
も
リ
ル
ボ
ン
ヌ
教

会
会
議
の
教
令
の
遵
守
を
も
と
め
た
。Ch. H

. H
askins, Norm

an Institut- 

ions. N
ew

 York 21960(1918), 31-32.; L. M
usset, ‘‘A

perçus sur la dîm
- 

e ecclésiastique en N
orm

andie au X
I e siècle’’, dans:L. M

usset, J. -M
. 

Bouvris et V. G
azeau(éd.), Aspects de 1a société et de 1'économ

ie 

dans la Norm
andie m

édiévale (XI e-XIII esiècles). Caen 1988, 47-64.  

（
22
） J.-F.Lem

arignier, Étude sur les privilèges d'exem
ption et de juridiction 

 ecclésiastique des abbayes norm
andes depuis les origines jusqu'en 11- 

40(A
rchives de la France m

onastique, vol.44). Paris 1937, 84-87.  

（
23
） ‘Item

 ne laici decim
as sibi vendicent in proprietatem

, nec etiam
 in bene- 

ficium
, nisi concessione legitim

orum
 possessorum

’: M
ansi, t. 20, col. 

608. 
（
24
） Ibid., cols. 818, 935, 1124.  

（
25
） ‘A

ltare et decim
as per pecuniam

 dare, et Spiritum
 sanctum

 vendere, si- 
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七

        m
oniacam

 haeresim
 esse nullus fidelium

 ignorat.’: ibid., col. 1072(J L, 

        n° 6607). 
（
26
） H

essonis scholastici relatio de concilio Rem
ensi (ed.W

. W
attenbach), in 

        : M
G

H
 LL, t. III, 21-28.  

（
27
） ‘Investituram

 om
nium

 aecclesiarum
 et aecclesiasticarum

 possessionu- 

m
 per m

anum
 laicam

 fieri m
odis om

nibus prohibem
us.’: ibid. , 27.  

（
28
） ‘Investituram

 episcopatuum
 et abbatiarum

 per m
anum

 laicam
 fieri 

 om
nim

odis prohibem
us.’:ibid., 28.  

（
29
） ‘anim

arum
 cura et rerum

 ecclesiasticarum
 dispensatio in episcopi iudic- 

io et potestate perm
aneat. ’(can.4): CO

D
, 190. 

（
30
） ‘D

ecim
as ecclesiarum

,quas in usu pietatis concessas esse canonica dem
- 

onstrat auctoritas, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibem
us. 

…Praecipim
us etiam

 ut laici, qui ecclesias tenent, aut eas episcopis res- 

tituant aut excom
m

unicationi subiaceant.’ (can. 10): CO
D

, 199.  

（
31
） 

カ
ノ
ン
第
十
四
条
の
規
定
を
み
よ
（ibid., 219

）。
本
カ
ノ
ン
の
評
価
に
つ

い
て
は
次
を
参
照
。P. Viard, H

istoire de la dîm
e eccIésiastique dans le 

royaum
e de France aux XII eet XIII e siècles. Paris 1912, 120.  

（
32
） ‘U

t nullus abbas decim
as et prim

itias et reliqua, quae secundum
 statuta 

canonum
 ad episcopos pertinent, sine auctoritate Rom

ani pontificis seu 

episcopi consensu,in cuius diocesi habitat, detineat, apostolica sanctio- 

ne firm
am

us.’: RG
. V

I, 5b, 405.  

（
33
） Epistola Joannis S. R.E.diaconi, M

ansi, t. 20, col. 726.  

（
34
） ‘Propter quam

 prohibitionem
 episcopi m

onasteria acrius spoliare coep- 

erunt.’:ibid. 

司
教
の
修
道
院
略
奪
の
目
的
が
十
分
の
一
税
に
あ
っ
た
こ
と

を
慧
眼
に
も
す
で
に
ク
ル
ト
ン
は
指
摘
し
て
い
た
。cf. G. G. Coulton, 

Five Centuries of Religion. Cam
bridge 1936. vol. III, 158.  

（
35
） M

ansi, t. 20, col. 723.  

（
36
） Ibid. , col. 933.  

（
37
） ‘Porro quaecum

que altaria vet decim
as ab annis xxx. et supra, sub hujus 

m
odi redem

ptione m
onasteria possedisse noscuntur, quiete deinceps et 

sine m
olestia qualibet eis possidenda firm

am
us,’:ibid. cf. CIC, c. i, 

q.iii,c. 4(I, col. 412)  

（
38
） ‘Licet enim

 decim
ae et oblationes principaliter clericali debeantur m

ili- 

tiae, potest tam
en Ecclesia om

ne quod habet cum
 om

nibus pauperibus 

habere com
m

une. Q
uanto m

agis cum
 his pauperibus qui,relictis facult- 

atibus propriis, non in angaria bajulantes Christi crucem
, sequuntur 

pauperem
 Christum

 ?’ : PL, t. 162, col. 200. 

（
39
） 

修
道
院
十
分
の
一
税
に
関
す
る
基
本
的
な
研
究
を
あ
げ
て
お
く
。 

  G
 . Schreiber, Kurie und Kloster im

 12. Jahrhundert. Band I,Stuttgart 

1910, 246-94; P. Viard, op. cit. , 87-117: G. Constable, M
onastic Tithes 
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八

from
 Their O

rigins to the Twelfth Century. Cam
bridge 1964 ; id., “M

o- 

nastic Possession of Churches and

《spiritualia

》in the A
ge of Reform

’’, 

in:I1 M
onachesim

o e la riform
a ecclesiastica(1049-1122): A

tti della 

quarta Settim
ana internazionale di studio, M

endola, 23-29 agosto 1968, 

M
ilano 1971, 304-31; H

. G
illes, “ A propos des dîm

es m
onastiques’’, 

dans : Les m
oines noirs(XIII e-XIV

e siècle). Cahiers de Fanjeaux 19, 

Toulouse 1984, 287-308. 

シ
ト
ー
会
士
と
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
は
、 J. 

-B. M
ahn, L' O

rdre cistercien et son gouvernem
ent des origines au 

m
ilieu du XIIl e siècle(1098-1265). Paris 1951, 102-118. 

（
40
） ‘decim

ae pauperibus dentur’, in:M
CH

 Cap, T.I, N
r.170, art.49(S. 437 ).  

（
41
） ‘Praeterea quicquid ex vineis vel culturis ad vestram

 pertinet Religione, 

  partem
 quoque decim

arum
 ad hospitale vestrum

 pertinere sancim
us: 

 sim
iliter et de his rebus quas percepturi estis.’: Bull.C, l(JL, n° 3584).  

（
42
） ‘ecim

as suas indom
inicatas ad hospitale habeant.’: C, n° 499.  

（
43
） ‘D

ecim
as enim

 laborum
 vestrorum

, pro quibus tam
 vos quam

 alios m
o- 

 nasticae Religionis viros inquietare gravius consuescunt, illorum
 videl- 

icet laborum
, quos dom

inicaturas appellant, qui vestro sum
ptu ac m

on- 

asterii seu cellarum
 vestrarum

 clientibus excoluntur, vobis deinceps qu- 

ietius habere, sine om
ni Episcoporum

 et Episcopalium
 m

inistrorum
 

contradictione concedim
us. Vos enim

 per om
nipotentis D

ei gratiam
 no- 

n m
odo decim

arum
 partes, sed pene om

nia, quae superesse possunt, 

peregrinis fratribus et pauperibus erogatis.’: Bull. C, 211(JL, n° 6046).  

（
44
） Bull. C, 39(JL, n°6821); 52(JL, n°8621); 56(JL, n°8859).  

（
45
） J. -B. M

ahn, op. cit., 102-03. 

（
46
） O

V, vol. IV, 310-27.  

（
47
）  

ト
ラ
ピ
ス
ト
大
修
道
院
訳『
シ
ト
ー
修
道
会
初
期
文
書
集
』中
央
出
版
社
、 

一
九
八
九
年
、
六
一
―
六
二
、
一
九
四
頁
。 

（
48
） 

前
掲
書
、
一
七
二
、
二
二
五
頁
。 

（
49
） ‘H

oc autem
 dicim

us tutius esse om
ni christiano, et m

axim
e m

onacho,  

        possidere quippiam
 m

inus in pace quam
 cum

 lite am
plius.

…Clericoru- 

m
 est altari deservire et de altario vivere. N

obis nostra professio et 

antiquorum
 m

onachorum
 exem

pla victum
 ex propriis praescribunt 

laboribus, et non ex sanctuario D
ei.

…A
lioquin invidiosum

 adm
odum

 

est, velle m
etere ubi non sem

inaveris ; sed et colligere quod alius spars- 

erit, etiam
 iniuriosum

.’: SBO
 vo1.V

III, ep. 397(1124-37), pp. 374-75. 

（
50
） R. Foreville et J. Leclercq, ‘‘U

n débat sur le sacerdoce des m
oines aux 

X
II e siècle’’ , Studia Anselm

iana 41(1957), 8-118, spécialem
ent 52-53.  

（
51
） ‘quia aliud est Ecclesia, aliud est m

onasterium
 : Ecclesia nam

que est 

convocatio fidelium
, m

onasterium
 vero locus et carcer dam

natorum
, id 

est m
onachorum

 qui se ipsos dam
naverunt ut dam

nationem
 evitarent 
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九

perpetuam
 : fructuosius tam

en dam
nantur a se ipsis quam

 ab alio.

…qu- 

ia non licet eis populo predicare, vel baptizare, vel penitentem
 ligare 

vel solvere, sive cetera talia que dicuntur ad ecclesiam
 pertinere.’: ibid., 

52.  

（
52
） ‘N

ichil ergo decim
e vet Ecclesie ad eos iure pertinent, neque ille exac- 

tiones rigide, que a quibusdam
 m

onachis fiunt ad extorquendam
 pecu- 

niam
, faciende essent ; sed potius, sicut prim

itivi m
onachi, de labore 

m
anuum

 et de com
m

uni, quod D
eus est, vivere debent.’ : ibid. , 53.  

（
53
） C. H

. Berm
an, ‘‘Cistercian D

evelopm
ent and the O

rder's A
cquisition of 

Churches and Tithes in Southw
estern France’’, Revue Bénédictine 91 

(1981), 193-203.  

（
54
） Ch. Renardy, “Recherches sur la restitution ou la cession de dîm

es aux 

        églises dans le diocèse de Liège du X
I e au début du X

IV
e siècle’’, Le 

M
oyen Age 76(1970), 205-61 ; id., “Synodes, juridiction de la paix et 

cessions de dîm
es aux Eglises(X

l e-X
l esiècle)’’, ibid., 81(1975), 

245-64.  

（
55
） E. A

ffolter, L'Abbaye de Clairefontaine aux XII eet XIII e siècles : Aspects 

        de l' Économ
ie au M

oyen Age.Vesoul 1978.  

（
56
） A

. d' H
aenens, ‘‘M

oines et clercs à Tournai au début du X
II e siècle’’, d- 

ans : La vita com
une del clero nei secoli XI e XII: A

tti della Settim
ana 

di studio(M
endola,settem

bre 1959),vol.II, M
ilano 1962, 90-103. 

改

革
者
オ
ド
ン
は
、
最
初
は
「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戒.

律
』
を
、
つ
い

で
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
を
採
用
し
た
。
後
に
カ
ン
ブ
レ
司
教
に

就
任
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
っ
た
。cf. Ch. D

ereine, “O
don de 

Tournai et la crise du cénobitism
e au X

I e siècle”, Revue du M
oyen Age 

latin 4(1948), 137-54.  

（
57
） ‘non enim

 Levitae a Levitis decim
as accepisse,vel extorsisse leguntur.’: 

PL, t. 163, col. 437(JL, n° 6605).  

（
58
） ‘D

ecim
as a populo sacerdotibus ac Levitis esse reddendas divinae legis 

sanxit auctoritas. Caeterum
 a m

onachis, sive clericis com
m

uniter vive- 

ntibus, nulla ratio sinit ut m
ilites, aut episcopi, aut personae quaelibet, 

decim
as de laboribus seu nutrim

entis seu propriis extorquere debeant. 

U
nde beatus G

regorius ait :

《Com
m

uni vita viventibus jam
 de faciendis 

portionibus, vel exhibenda hospitalitate, et adim
plenda m

isericordia, 

nobis quid erit loquendum
 ? cum

 om
ne quod superest, in causis piis ac 

religiosis erogandum
 sit, dicente D

om
ino : Q

uod superest, date eleem
- 

osynam
, et ecce om

nia m
unda sunt vobis(Luc, xi)':PL, t. 163, col. 

437: CIC, c. xvi, q. i, c. 47(l, col. 775). cf. G. Constable, M
onastic 

Tithes

…, 229-30. 

十
分
の
一
税
に
関
す
る
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
両
教
書

を
、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
は
「
改
革
教
皇
権
の
最
初
の
綱
領
宣
言
」
で
あ
り
、
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六
十

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
に
い
た
る
ま
で
教
皇
の
十
分
の
一
税
政
策
は

一
貫
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る (G. Schreiber, op. cit., 251ff. ) 

（
59
） 
べ
ー
ダ(

長
友
栄
三
郎
訳)

『
イ
ギ
リ
ス
教
会
史
』
創
文
社
、
一
九
八
八 
年
、
六
二
頁
。
た
だ
し
「
普
通
の
生
活
」
は
「
共
同
生
活
」
の
誤
訳
。 

（
60
） G. Constable, op. cit., 228, n. 1.  

（
61
） Ibid., 247-48.  

（
62
） ‘Statuim

us ut de laboribus quos vos et totius vestre congregationis fra- 

tres propriis m
anibus et sum

ptibus colitis et de anim
alibus vestris, a vo- 

bis decim
as expetere vel recipere nem

o presum
at.’ CD

AC, n° 90, p. 

93(JL, n°7537).  

（
63
） RCAC, n°5, pp. 8-9(JL, n°7544). 

（
64
） PL, t. 179, ep. 336, cols. 386-87(JL, n°7927: 21 D

ec. 1138).  

（
65
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六
十
四

La Réforme pontificale et la dîme 
 

SEKIGUCHI  Takehiko 
 

Juridiquement les laïcs sont incapables de posséder des dîmes. Mais la pratique fut très 

différente du principe et ce fut certainement l’un des plus graves abus à 1'époque même de la 

Réforme pontificale. L'un des buts de la Réforme grégorienne avait été précisément 

d'enlever aux seigneurs laïcs la perception des dîmes. Grégoire VII et ses successeurs n'y 

avaient point complètement réussi.Mais leur activité législative était persévérante. La 

papauté réformatrice continue à répéter leurs prohibitions et leurs censures contre les 

détenteurs laïcs des dîmes.  

On sait que les fondateurs de l'ordre de Cîteaux se refusaient à posséder decimas aliorum 

hominum, levées sur des terres ne leur appartenant pas. Ils considéraient de leur devoir 

d'acquitter la dîme comme les autres fidèles. Mais le développement très rapide de l'ordre 

cistercien le contraignait à rejeter la volonté de ses fondateurs. Durant la décennie 1120-1130 

se multiplient les privilèges individuels octroyés aux monastères cisterciens. L'exemption du 

paiement de la dîme ne pouvait s'obtenir que par un privilège pontifical, accordé soit à une 

maison particulière, soit à 1'ordre en général. Innocent II avait accordé aux ordres de Cîteaux 

et de Prémontré l'exemption totale des dîmes pour leurs terres exploitées propriis manibus et 

sumptibus (1132, 1138).  

Mais sous Adrien IV, une réaction se produisit et les bénéfciaires de 1'exemption de la 

dîme n'en jouirent plus que pour les nouvelles terres défrichées (novale) et non plus pour 

l'ancienne terre. 


